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◆ 下記の記事について、あてはまるものを一つお選びいただき□に ✓ をご記入ください。
記事
番号 記事（掲載頁）

読んだ（あてはまるものを一つ選んでください）
読んで
いない満足(興味

をもった) やや満足 どちらでも
ない やや不満 不満(興味

をもてず)

1 広報  令和 2 年度　特定自主検査　強調月間ポスター（1頁） □ □ □ □ □ □

2 広報  令和 2 年度　特定自主検査　強調月間実施中！（8頁） □ □ □ □ □ □

3 広報  車両系荷役運搬機械の労働災害による
　　  死亡災害の推移と令和元年における発生状況（31頁） □ □ □ □ □ □

4 広報  車両系建設機械及び高所作業車の労働災害による
　　  死亡災害の推移と令和元年における発生状況（36頁） □ □ □ □ □ □

5 広報  特自検Ｑ＆Ａ　第 4 回（42頁） □ □ □ □ □ □

6 イラスト災害事例（47頁） □ □ □ □ □ □

7 安全技術講座「我が社のセールスポイント」（53頁） □ □ □ □ □ □

8 製品紹介（58頁） □ □ □ □ □ □

ご記入頂いたアンケートは、上記宛先まで、FAXもしくはE-mailでご送信下さい。
なお、本アンケートはＷＥＢ上からもご回答いただけます。建荷協ＨＰの会員ページより、「機関誌
アンケート」にアクセスしてください（詳細は本用紙裏面を参照）。

　受付№

『建設荷役車両』250号（2020-11月号）アンケートのお願い

※回答期限までにご回答を頂いた方の中から抽選でQuoカード1000円分を 5 名様に贈呈いたします。（結果発表は
発送をもって代えさせていただきます）

ご協力ありがとうございました （ご記入の個人情報は抽選品発送及び個人が特定できない形の集計・調査に使用させて頂きます）

● 名 前（フリガナ）： ● 年齢（任意） ● 性別（任意）

　　　　　　歳 　男・女

● 勤務先名称： ● 役職：

● 勤務先所在地： 〒　　　-　　　　

都　道
府　県 TEL：

● 職種（〇で囲んでください）：１代表・役員　　　２営業・サービス　　　３設計・技術開発等　　　４現業・製造等　　　５総務・経理等　　　６その他

◆ 本誌全般の感想や取り上げてほしい話題、講座のテーマなどありましたらご記入ください。
　 また「特自検Ｑ＆Ａ」コーナー（本号42頁掲載）では、特自検に関する質問を募集しています。
　 質問は、こちらにご記入ください（欄が足りない場合は自由に用紙を追加してください）。

◆ 満足した（または不満の）記事は、どういう点が良かった（良くなかった）ですか。
記事
番号 良かった（良くなかった）点

（公社）建設荷役車両安全技術協会
広報委員会 行（ご回答期限：令和2年12月21日）

送信先　F A X : 03-3221-3665
　　　 E-mail : koho@sacl.or.jp

※ この用紙は必要な場合はコピ－してお使いください
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建荷協ホームページ（http://www.sacl.or.jp）
　  ➡会員ページ（ユーザー名　saclhp / パスワード　saclhp　入力） 
　     ➡機関誌アンケート（「250号（2020-11月号）アンケートへ移動」クリック）
　　　  以下アンケートにお答えください、入力時間は数分です。

より良い誌面作りのため、アンケートにご協力ください。

なお、FAX（もしくはEｰmail）とWEB上から重複してアンケートを回答された場合は、WEB上
からの回答を採用させていただきます。

■「機関誌アンケート」へのアクセス方法

会員

　　　  以下アンケートにお答えください、入力時間は数分です。
会員ページ

建荷協ホームページ　トップページ



令和2年度　特定自主検査　強調月間ポスター



■生年月日：2000年 8月29日　（20歳）/出生地：石川県　/身長：156cm
■趣味：�読書。宮部みゆきのミステリー小説や東野圭吾の作品、ハリー・ポッターシリーズ、少年

漫画・少女漫画（『暁のヨナ』など）をよく読んでいる
■所属：東宝芸能
◦�2011年　�第 7回『東宝シンデレラオーディション』にてニュージェネレーション賞を受賞。
◦�2011年　�映画『アリと恋文』主演で女優デビュー。
◦�2016年　�小林立の人気麻雀漫画『咲－Saki－』の実写ドラマ化作品で主人公・宮永咲を演じた。

連続テレビドラマ初主演。
◦�2017年　�住野よるのベストセラー小説『君の膵臓をたべたい』の実写映画にてヒロイン・山内桜

良を演じた。同作にて第42回報知映画賞新人賞他多数の賞を受賞。
◦�2019年　�『映画 賭ケグルイ』に始まり、『アルキメデスの大戦』、『HELLO WORLD』、『屍人荘

の殺人』など 4本の映画公開に加え、多数のCMに出演し話題に。
◦�2020年　�2月にテレビ朝日ドラマ「アリバイ崩し承ります」にて主演を務め、 8月に放送された日本

テレビドラマ『私たちはどうかしている』でも主演を務めた。また「思い、思われ、ふり、
ふられ」、「映像研には手を出すな」、「約束のネバーランド」など 3本の映画が公開された。

◦�2021年　�『映画 賭ケグルイ Part 2（仮題）』が公開の予定

【浜辺美波さんプロフィール】



2020/11月号第250号

◆ 巻頭カラーグラビア
　　 令和2年度　特定自主検査　強調月間ポスター

◆ 令和2年度　特定自主検査　強調月間実施中！

◆ 特定自主検査　業務点検表の解説

◆ 車両系荷役運搬機械 / 車両系建設機械及び高所作業車の
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　一瞬で広がったコロナウイルスは、全世
界の生活様式を一変させてしまいました。
ロックダウン、緊急事態宣言、エクモ、ソー
シャルディスタンス、日頃聞きなれない言葉
はある日突然、日常会話の中心となります。

　「壮大な社会実験が行われています」テ
レワーク、パソコン会議、時差出勤等々、
テレビで話すコメンテーターは、遅々とし
て変わらなかったサラリーマンの無駄を、
コロナウイルスが改善している、と言いた
いのです。
　年中必需品となったマスク、ガラガラの
通勤電車やオフィス、自宅には朝から晩ま
で家族の顔があります。
　生活に適したそれぞれの空間がコロナウ
イルス蔓延前にはありました。疲れをいや
す自宅、生活の糧を稼ぐ仕事場、学びの杜
である学校、しかし“巣ごもり”という言
葉とともに自宅に閉じ込められました。

　テレビから流れる対前年比減収減益の決
算発表は、取り巻く環境の厳しさを伝えな
がらも“経費削減”が減益幅を押し留めた
のだと言います。会議、出張、そして仕事
帰りの飲み会までも無駄と決めつけられた
ように感じてしまうのです。

　人は人と接し会話することで自身の存在

を認めます。人に認めてもらうために動き、
認めてもらうことによろこびを感じます。
　コロナウイルスによって作り出された
“巣ごもり空間”を強制的に経験した我々
はいつの時代にもまして“人と人が接する
こと”の大切さを知ることができたのです。
　緊急事態宣言が解除された渋谷のスクラ
ンブル交差点に現れた人はそれらのことを
物語っています。人はバーチャル空間では
生きていけない、と思うのです。

　想像を絶する環境に身を置いたときで
も、人は置かれた環境を客観的に受け止め、
置かれた環境の中で生きることを受け入れ
るのだと聞きます。先の戦争経験者が語る
様々な体験談を聞くとき、人の環境適応に
納得することができるのです。そして逆境
に身を置いた人は自然と強くなっているの
でしょう。

　コロナウイルス禍に身を置いた我々はい
かに強くなることができたのか、答えは未
来にしかありません。しかしコロナウイル
スによって強いられた壮大な社会実験は、
我々を取り巻く生活様式を大きく変えてい
くことだけは確かです。

　しかし人は暖かみを求め、人と人の会話
を求めることに変わりはない、と思うのです。

コロナ禍で思うこと

公益社団法人建設荷役車両安全技術協会
理事 藤本　明宏

住友建機販売株式会社　取締役　カスタマーサポート部長

巻 頭 言
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令和 2 年度 特定自主検査
強調月間（11/1 ～ 11/30）実施中！

　　　　　　　　　　　　　　　　　建設荷役車両安全技術協会　本部

11月 1日から30日までの 1ヶ月間「建
設荷役車両特定自主検査強調月間」と銘
打って、フォークリフト・不整地運搬
車・車両系建設機械・高所作業車の特定
自主検査の普及・促進を図るキャンペー
ンを全国一斉に行っています。
　本年度も、各都道府県労働局・労働基

準監督署の協力のもと、登録検査業者及
び事業者における検査の実施体制及び検
査対象機械の管理体制の整備を促進し、
特自検が適正に実施されるよう、その周
知・徹底に努めることとしました。
　実施にあたり、ご不明なことがあれば、
最寄りの当協会支部にご相談ください。

広報
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令和2年度　特自検強調月間リーフレット
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業務点検表を示します。

検査業者名

登録番号 区分 ⑥

検査事務所名 ⑦

① 厚生労働大臣又は都道府県労働局に登録した業者名を記入する。

② 厚生労働大臣又は都道府県労働局から交付された検査業者登録証の番号を記入する。

③

④ 検査事務所が点検を行なう場合、検査事務所の名称を記入する。

⑤ 点検を実施した年月日を記入する。

⑥ 当該事務所の責任者の役職と氏名を記入する。

⑦ 業務点検を実施した者の役職と氏名を記入する。

２２．．点点検検項項目目部部（（区区分分、、項項目目等等））
№ 判定 備考

①

②

③

④

⑤

判定
判定欄には良の場合は「○」、否の場合は「×」、該当しない項目は「－」をそれぞれ記入し、
検査員の人数欄および検査機器の台数欄には数値をそれぞれ記入する。

備考 点検内容、判定等の特記事項があれば記入する。

区分 点検内容の区分を示す。

№ 点検項目の番号を示す。

項目
業務点検を実施する際、どのような点検を行うかを表示している。
文頭に「＊」のある項目は法令・通達に定められた項目をしめします。

検査事務所名

点検年月日

点検責任者職氏名

点検者職氏名

区分 項　目

④
点検者
職氏名

検査業者名

登録番号

区分 検査事務所が複数の場合、点検を行う事務所について何れかに○をする。

②　　　　　第　　　　　号 ③本社 ・検査事務所
点検責任者

職氏名

・・・・ 業務点検表に対する「解説」、「点検のポイント」を示します。

　本書を十分に理解し、「特定自主検査　業務点検表[検査業者用]」による適切な業務点検を定
期的に、実施下さる様、お願いいたします。検査事務所責任者は「点検のポイント」を定期的に
確認するよう心掛けてください。

１１．．表表題題部部（（検検査査業業者者名名等等））

特特定定自自主主検検査査　業業務務点点検検表表　[[検検査査業業者者用用]]

ＢＰ-ＹＣ-０３-Ｃ

  特特定定自自主主検検査査 業業務務点点検検表表 [[検検査査業業者者用用]] のの 解解説説

公公益益社社団団法法人人　建建設設荷荷役役車車両両安安全全技技術術協協会会

　この「『特定自主検査　業務点検表　[検査業者用]』の解説」は「特定自主検査　業務点検表
[検査業者用]」の点検項目について、項目ごとに「解説」と「点検のポイント」したものです。

・・・・

① 点検年月日 ⑤　　　年　　　　月　　　　日　

２１ ３ ４ ５

－　1　－
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ⅠⅠ　組組織織・・管管理理

№ 判定 備考

1

2

3

4 本社の内部監査を年１回以上定期的に実施し、結果を保存している
5

6

報
告

7
＊

教育記録表を作成し、社内及び建荷協の研修・教育等を検査員毎に管理している
教育内容 判定 研修・教育

＊ 検査業者検査員資格取得研修
＊ 能力向上教育

実務研修
安全教育
特定自主検査セミナー

№ 備考

1

2

3

4

5

6

7

ⅡⅡ　掲掲示示

№ 判定 備考

9

10
＊

11

12

13

区分 項　目

掲
示

最新の検査業者登録証写しを依頼者に見やすい場所に掲示している
検査業者の氏名若しくは名称又は住所、代表者の氏名、特定自主検査を行うことができ
る機械等に変更はない
検査料金を依頼者に見やすい場所に掲示している
検査業者であることを示す銘板等を見やすい場所に掲示している

検査員を一覧表等にして掲示し明確にしている

8

検査員の養成、検査技術向上のため、社内及び建荷協の
研修・教育に積極的に参加する必要があります。検査員
ごとの教育記録表を作成し、計画的に（能力向上教育に
ついてはおおむね５年）参加できるように管理します。

・検査員ごとの教育記録表を作成しています
か。
・検査員の急な欠員に対応出来るよう、計画
的に検査員を養成していますか。

社社内内・・そそのの他他： 建荷協の研修以外で実施している教育（社内研修（新機種勉強会）、技能講習等）を
記入し、その実施状況を判定します。

建建荷荷協協： 建荷協で開催される研修・教育について実施状況を判定します。

本社統括責任者は各検査事務所より前年４月１日から本
年３月３１日までに実施した特定自主検査対象機械ごと
の台数について定期的に報告を受け、実施状況を把握し
ておきます。

・本社は各検査事務所からの報告に間違いな
いか定期的に（半期、４半期に１度等）確認
していますか。

本社統括責任者は各検査事務所の統括責任者を選任し、
組織図等を作成して特定自主検査業務体制を明確にして
おきます。

・組織図、人員配置図等の検査事務所統括責
任者が最新の者になっていますか。

本社統括責任者は特定自主検査実施状況報告書を各都道
府県労働局長、または厚生労働大臣に報告する必要があ
ります。　　　　　＊＊法法　第第110000条条、、登登録録省省令令　第第1199条条のの2211

・本社にて特定自主検査実施状況報告書を作
成し、労働局長または厚生労働大臣に提出さ
れていますか。また、「控え」を保存してい

検査事務所ごとに検査員を指名し、検査員名簿（検査員
名と検査資格のある機械の種類等を明示したもの）を作
成して管理します。また、検査員は所属する検査事務所
以外の検査事務所の検査員として兼任はできません。

・検査員名簿に既に他の検査事務所に転出し
たり、退職した人の名前はありませんか。
・過去の異動経過（３年分）も保存してあり
ますか。

本社統括責任者はそれぞれの検査事務所の内部監査を定
期的に実施し、その結果（監査結果および是正項目があ
る場合は是正指示の結果の両方）を保存しておきます。
また、検査事務所に対し、検査事務所でも毎年定期的に
業務点検を実施するよう指示をします。

・検査事務所に対する内部監査は定期的計画
的に実施していますか。
・検査事務所に対し、毎年定期的に業務点検
を行なうように指示していますか。

特自検に係る本社管理の帳簿等（検査済標章、標章受払
簿、廃棄済標章、検査員名簿等）の内部監査を本社統括
責任者又はその指名する者が定期的（毎年、隔年等）実
施し、その結果を保存しておきます。

・本社に対する内部監査は定期的計画的に実
施していますか。
・検査業務を行っていない本社においても内
部監査を実施していますか。

8

社
内
・
そ
の
他

建
荷
協

解　説 点検のポイント

複数の検査事務所がある場合それらを統括する本社統括
責任者を選任する必要があります。また、検査業務に関
する人員体制が判る様、組織図、人員配置図等を作成し
本社統括責任者名を明示しておきます。検査事務所が１
つの場合は自らが統括責任者となるか、準ずる者を統括
責任者に選任します。
また、統括責任者が不在の場合でも業務が滞らないよう
に、代行者も選任しておきます。

・組織図、人員配置図等の統括責任者の名前
が最新の者になっていますか。
・統括責任者が不在の場合でも業務が滞らな
いように、代行者を定めていますか。

組
織
・
管
理

体
制

本社において特定自主検査業務を統括する責任者を選任している
検査事務所毎の検査員は指名され、配置状況が管理されている
検査事務所に対する内部監査を年１回以上定期的に実施し、結果を保存している

検査事務所における検査実施状況を把握している
各検査事務所において特定自主検査業務を統括する責任者を選任している
特定自主検査実施状況報告書を労働局長（大臣登録検査業者にあっては厚生労働大臣）
に提出している（４月１日～翌３月３１日の状況について、４月３０日迄に報告している。）

教
育

区分 項　目

－　2　－
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№ 備考

9

10

11

12

13

ⅢⅢ　検検査査員員

№ 判定 備考

14 検査員名簿を備えている
＊ 機械等の種類ごとに有資格者が２人以上いる 人数 判定

フォークリフト

不整地運搬車

車両系建設機械（整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用）

車両系建設機械（基礎工事用）

車両系建設機械（締固め用）

車両系建設機械（コンクリート打設用）

高所作業車

16 検査員の過去３年間の異動、退職等の経過を記録している
17 過去３年間の検査員の資格証の写しをファイルしている
18 検査資格者を明確にするために検査員標識（ワッペン、腕章等）を装着している

№ 備考

14

16

17

18

検査員名簿等、検査員の所属及び異動又は退職の経歴が
分かるものを特定自主検査記録表（および特定自主検査
台帳）の保存期間３年と同じく保管しておきます。

・検査員名簿の他、資格証の写しも保管して
ありますか。

資格証の写しは本社だけでなく、各検査事務所にも過去
３年間の検査員（移動、退職を含）を備えておきます。

過去の推移が判るように時系列にファイルし
てありますか。

無資格者による検査を防止するために検査員は有資格者
であることを他の社員と区別できる標識を装着します。

・標識を確認できますか。
・標識は検査員のみが装着するルールになっ
ていますか。（服に縫付、ﾍﾙﾒｯﾄに貼付等）

登録
の

有無

当該検査事務所で特定自主検査業務を行うことができる機械として業務規程に定めてある場合、
有を「○」で囲み、当該検査事務所で特定自主検査業務を行うことができる機械として業務規程
に定めていない場合、無を「○」で囲む。

人数
当該検査事務所内で登録有の機種についてその機種の資格を保有する人数を記入。登録無の場合
は「－」を記入します。

判定 当該検査事務所内で特定自主検査を行うことができるかできないか。

解　説 点検のポイント

検査事務所毎に最新の検査員名簿（検査員名と検査資格
のある機械の種類を明示したもの）を作成して管理する
必要があります。また、改訂履歴が判るように改訂年月
日を記載しておきます。
検査員は所属する検査事務所以外の検査事務所の検査員
として兼任はできません。

・複数の検査事務所がある場合に、異動者を
含めた過去３年間の検査員名簿がありますか。
・名簿は改訂した年月日順に時系列にファイ
ルしてありますか。

区分 項　目

検
査
員

15

有資格者は登録している検査対象機械の種類ごとに２人
以上必要です。欠員で有資格者が一人以下の場合は、該
当する機械の種類の特定自主検査業務は行うことができ
ません。すみやかに欠員を補充し業務を再開するか、そ
の機械の登録の取消しをしなければなりません。
＊＊登登録録省省令令　第第1199条条のの1155

・検査対象機械で欠員のあるものはありませ
んか。（欠員中の検査業務の実施は厳禁）

15

登録の有無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

検査料金表は依頼者から見える場所に、読めるように掲
示します。

・金額が読める大きさの料金表になっていま
すか。

依頼者に登録検査業者であることが判るように銘板、看
板等に登録番号を記載し事務所の入口に掲示します。
（検査業者銘板は建荷協会員が建荷協で購入することが
できます。）

社名変更等、現在と異なる古い銘板、看板等
が掲示されていませんか。

検査員一覧は依頼者から見える場所に、読めるように掲
示します。一覧には資格取得状況等も判るようになって
いることが望ましい。

・検査員一覧は検査員名と検査資格のある機
械の種類が判る最新のものになっていますか。

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

解　説 点検のポイント

登録証（写し）は依頼者から見える場所に、読めるよう
に掲示します。

・事務所の奥や応接室等、特自主検査の依頼
者から見えない場所に掲示していませんか。

掲示されている登録証は最新のものでなければなりませ
ん。変更がある場合は「検査業者登録事項変更等申請
書」を提出しなければなりません。
また、検査事務所が複数の場合は、事務所毎の検査がで
きる機械についても掲示します。事務所毎の検査機械を
変更する場合は業務規定変更届（組織図、事務所毎の検
査機械等の変更）を提出します。
＊＊登登録録省省令令 第第1199条条のの1177

・検査業者名、検査できる機械等に変更はあ
りませんか。
・検査事務所が複数の場合、事務所毎の検査
できる機械に変更はありませんか。
・受理された登録事項変更等申請書の写しは
検査事務所毎に時系列にファイルされていま
すか。

－　3　－
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ⅣⅣ　業業務務規規程程

№ 判定 備考

19 業務規程を検査事務所に備え、関係者に周知している
20 ＊ 業務規程に定めた下記事項に基づき業務を行い、業務規程と実際の業務に相違がない
21 ・各検査事務所（統括責任者、所在地・電話番号・郵便番号）
22 ＊ ・特定自主検査を行うことができる機械等の種類
23 ＊ ・検査料の額及び収納方法に関する事項
24 ＊ ・特定自主検査記録表（検査結果証明書）の発行に関する事項
25 ＊ ・特定自主検査の業務に関する帳簿の保存に関する事項

26 ＊ ・休日、営業時間、検査場所

27 ＊ ・出張検査の要領
28 ・検査済標章の発行及び管理
29 ・記録表（検査結果証明証）、検査済標章の再発行

30 ＊

№ 備考

19

30

ⅤⅤ　検検査査機機器器

№ 判定 備考

31

32 ＊ 検査機器は１台以上保有し、検査員の人数に対して適正である
33 検査機器は整備され、いつでも使用できる状態にある

台数 判定 台数 判定 整備状況

①圧力計 ⑤油圧計
（ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｹﾞｰｼﾞ） ⑥電圧計

②回転計 ⑦電流計

③シックネスゲージ ⑧探傷器(又はｶﾗｰﾁｪｯｸ等)

④ノズルテスター ⑨磨耗ゲージ

№ 備考

31

32

整備状況： 正常に使用できる検査機器の数量を記入、不良の機器の数量を(　)内に記入します。

33

検査機器は常に整備され、いつでも使用できる状態でな
ければ、特定自主検査は実施できません。

・定期的な機器の検査、補修の結果を検査機
器台帳に記載してありますか。
・検査の結果不具合のある機器は修理、較正
または更新をしていますか。

台数　　： それぞれの検査機器の保有数を記入します。
判定　　： 業務規程に定められた性能に適合している機器の数量を記入、不適合の数量を(　)内に記

入します。

解　説 点検のポイント

検査機器台帳を備え、検査機器の数量、保守状態を確認
し、その結果と不具合機器の較正、更新状況等の記録を
保存しておきます。

・検査機器台帳等を備え定期的に数量、状態
等を点検していますか。
・台帳に記載されている機器（メーカー名・
型式・機番及び数量等）と現在保有の検査機
器との相違はありませんか。
・検査機器は性能、数量等を満足しています
か。
・法定検査機器のほか検査に必要な検査機器
が記載されていますか。

検査機器は最低１組以上、特定自主検査実施台数、出張
検査等に応じた数量を保有していなければなりません。
＊＊登登録録省省令令　第第1199条条のの1155第第22号号

・検査機器の保有が２組なのに３名の検査員
が各々異なる場所で終日特定自主検査業務に
就いていませんか。

整備状況

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ用
ｶﾞｿﾘﾝ用

最新の業務規程の備付とともに、改訂の履歴が分かる書
類（過去の業務規程等）を保管しておきます。

・最新の業務規程が備え付けられていますか。
また、変更された過去の業務規程を保管して
ありますか。
・関係者に業務規程の保管場所・内容が周知
されていますか。
・検査事務所統括責任者、代行責任者は業務
規程の内容を周知していますか。

20

～

29

業務規程と実際の業務に相違があってはなりません。相
違がある場合はすみやかに業務規程通りの業務を行う様、
是正するか実際の業務に合致するように業務規程を変更
しなければなりません。
＊＊登登録録省省令令　第第1199条条のの1155第第33号号

・業務規程通りの業務を行っていますか。
・業務規程を変更せずに、実際の業務内容を
変更していませんか。

業務規程を変更した場合はすみやかに業務規程変更報告
書を提出しなければなりません。
＊＊登登録録省省令令　第第1199条条のの1199

・受理された業務規程変更報告書の写しは各
検査事務所毎に時系列にファイルしてありま
すか。

区分 項　目

検
査
機
器

検査機器台帳を備えている

業
務
規
程

業務規程の変更を行った際、業務規程変更報告を労働局長（大臣登録検査業者にあって
は厚生労働大臣）に報告している

解　説 点検のポイント

区分 項　目

－　4　－
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ⅥⅥ　検検査査済済標標章章

№ 判定 備考

34

35 標章受払い簿を備えている
36 標章の貼付位置は適切である
37 標章受払簿の残数と現物が一致している
38 標章はロッカー等施錠設備のある箇所に保存している
39 年末残数の廃棄処理を適切に行っている

№ 備考

34

35

36

37

38

39

年末の余剰標章は、標章番号・廃棄年月日・廃棄枚数・
廃棄方法・廃棄者氏名を受払簿に記入の上、標章番号を
含む部位を切断、台紙等に貼付し保管する等、適切に廃
棄処理を行います。（関連43,52）

・廃棄した標章の番号、枚数は受払簿の残数
と一致していますか。
・廃棄した標章の番号を含む部位を台紙等に
貼付し保管していますか。

標章を事業者に引き渡す際、機械の運転席付近で車両の
管理者、運転者、検査員等が見やすく、仕様変更、修理
等を行っても容易に取り外せない部分、また、汚れ、損
傷等が発生しにくい場所に貼付する様、要請します。

・標章は、特定自主検査を行った年月を明ら
かにするように見やすい場所に貼付する様、
事業者に要請していますか。

標章受払簿に記載されている標章の残数（標章番号）と
現物の残数（標章番号）は常に一致していなければなり
ません。

・受払簿に記入しないで標章を持ち出し、検
査終了後に払出しの記入をしていませんか。
・統括責任者が定期的に受払簿と実際の標章
の残数を確認していますか。

標章は施錠可能なロッカー、金庫、キャビネット等の収
納設備に収納します。また、収納設備は標章受払時以外
は施錠しておきます。

・収納設備の鍵は統括責任者若しくは標章管
理者が保管してますか。
・収納設備は標章受払時以外は施錠されてい
ますか。

解　説 点検のポイント

標章の紛失、払出し間違い等を防止するため、検査事務
所統括責任者自ら若しくは検査事務所統括責任者が定め
た標章管理者に限定して標章の管理、受払い業務等を行
います。

・受払・引当等の業務は検査事務所統括責任
者自ら若しくは標章管理者を定め実施してい
ますか。
・標章管理者は標章の受払の都度または定期
に台帳に記載していますか。

標章の受払の状況、残数及び廃棄数等を明確にするた
め、標章受払簿を備え、受払状況を記入、管理します。

・決まった様式の標章受払簿を使用していま
すか。

区分 項　目

検
査
済
標
章

標章管理者を定め、直接、受払・引当等の実務を行っている

－　5　－
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ⅦⅦ　帳帳簿簿等等（（１１））

№ 判定 備考

40 標章の受払は適正に記載されている
41 受入数、払出数、残数に差異がない
42 標章は受払都度、又は、月（週）毎等一定の期間単位で管理され、払出数が適切である
43 廃棄処理が適正に行われ、廃棄理由が明確になっている
44 ＊ ３年間保存している

№ 備考

40

41

42

43

44

標章受払簿は３年間保存する必要があります。
＊＊登登録録省省令令　第第1199条条のの2200

・受払簿と標章番号を含む部位を切断したも
のは保存してありますか。

標章の受払の都度、又は週、月単位等、定期的に受払の
状況を記載し管理しなければなりません。また、その結
果を統括責任者が確認・押印します。

・統括責任者の確認は定期的に行われていま
すか。

標章の廃棄には、汚れ、損傷、切取間違い等による廃棄
（関連52）と年末の余剰標章の廃棄（関連39）がありま
す。これらの廃棄処理を行った場合は受払簿に標章番
号、廃棄年月日、廃棄理由、廃棄枚数、廃棄方法、廃棄
者氏名等を記載しておきます。

・標章の廃棄をした場合、廃棄した標章番
号、枚数、廃棄理由等を受払簿に記入してい
ますか。

解　説 点検のポイント

標章受払簿には標章（特定自主検査検査済標章）の標章
番号、受入数、払出数、残数、廃棄数、受払先（建荷協、
本社、検査事務所等）等の状況を正確に記入しなければ
なりません。また、標章の受払は受払の都度、記入しま
す。

・標章を纏めて購入している場合、受払簿の
最終番号と現物の最初の番号が連続していま
すか。
・受払簿の受入、払出し、廃棄数が残り枚数
と一致していますか。
・受入れた全ての標章の枚数と標章番号を記
入していますか。
・払出しした標章の枚数と標章番号を記入し
ていますか。
・受払い後の標章の残数を記入していますか。
・標章を廃棄した場合、廃棄数と廃棄理由を
記入していますか。
・標章の受入先（建荷協支部、本社、検査事
務所等）が備考欄に記入してありますか。
・事務所間でまとまった数の標章の移動の受
払を行なう場合は理由を記載していますか。
・受払の記載は都度または定期に実施してい
ることを確認していますか。

検査事務所統括責任者は標章受払簿に記載の項目につい
て、間違いがないか、定期的に確認をします。

・標章受払簿の記載事項について、定期的に
確認していますか。

区分 項　目

帳

簿

等

標
章
受
払
簿
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№ 判定 備考

45 証明書発行番号、標章番号等、系統的に記載されている

46 記載事項に漏れがない

47 標章払出後、長期間未記載（仕掛り）のものがない

48 検査記録表、標章を再発行した場合、再発行年月日を適用欄に記載されている

49 再発行の場合、再発行受領書を受領している

50 検査料金は業務規程どおりである

51 一人一日あたりの検査台数は適正である

52

53

54 ＊ ３年間保存している

№ 備考

45

47

48

49

50

51

52

53

54
特定自主検査台帳は３年間保存する必要があります。
＊＊登登録録省省令令第第1199条条のの2200

検査対象機械の種類、性能、検査方法等から判断し、１
日当たりの検査台数は適正でなければなりません。

・日報での検査所要時間が機械の種類、性能
等に比して短時間の場合はありませんか。
・出張検査の場合、検査場所への移動時間は
適正ですか。

標章発行前に汚損、実施月の切り抜き誤り等により使用
不可能となった場合や発行後機械に貼付された標章が汚
損し標章の再発行申込があった場合は、台帳、受払簿の
適用欄にその状況を記入しておきます。
標章の残片がある場合は、残片を台紙等に貼付し、保管
しておきます。（関連39,43）

・使用不能となり廃棄した標章の摘要欄に廃
棄理由を記入してありますか。
・廃棄した標章の番号を含む部位を台紙に貼
付し保管していますか。

標章発行前に検査業者内で紛失した場合、顛末書を作成
し保存します。標章発行後、依頼主が標章を機械に貼付
する前に紛失し再発行申込があった場合はその申込書を
保管しておきます。
これらの状況は台帳、受払簿の摘要欄に記入しておきま
す。

・紛失した標章の標章番号の摘要欄に紛失理
由を記入してありますか。
・検査業者内で紛失した検査標章の場合は顛
末書を作成し保管してありますか。

特定自主検査記録表及び標章の再発行について検査台帳
の摘要欄に再発行年月日、再発行申込№を記入します。

・業務規程で定めた再発行申込書で受付、再
発行をしていますか。

特定自主検査記録表及び標章を再発行した場合、各々の
受領書を受領します。

・業務規程で定められた再発行の料金を請求
し、収納していますか。

検査料金は業務規程に定めている金額を請求し、収納し
なければなりません。
検査料金と部品代等を一括して請求する場合、その請求
書には検査業務規程で定めた検査料金および部品代それ
ぞれを明細で表示する必要があります。また、値引きす
る場合、検査料金部分の値引きはできません。

・検査料金は業務規程に定めた金額を過不足
無く請求していますか。
・検査料金を明示し、部品代等と区別して請
求していますか。(検査料金と部品代を合算
し検査料金一式として請求するのは不適当で
す)
・検査料金と他の費用の合計金額から値引き
をしていませんか。

46

特定自主検査台帳の記載項目は登録省令の第19条の20に
より定められています。したがって該当する項目につい
てはすべて記入（空欄なし）します。

・定期的に空欄なしを確認していますか。

標章の払出しは特定自主検査実施後に行うのが管理上望
ましい。特定自主検査実施前に払出しした場合は、でき
る限り速やかに検査を実施し特定自主検査台帳に記入し
ます。

・標章払出し後、特定自主検査台帳に長期間
未記入(長期仕掛り)のものはありませんか。
（例　１０日間以上未記載の場合は当初引当
した注文を取消し、次の依頼者に引当てて仕
掛りを防止する、または戻入します。）

汚損、切取ミス等、使用不可能になった標章は、理由を記載し残余片を保管している

紛失した標章は、紛失理由を記載してある

解　説 点検のポイント

特定自主検査台帳は証明書発行番号若しくは標章番号
等、何れかの番号順で系統的に管理します。

・番号順になっていない場合は理由が明確に
なっていますか。

区分 項　目

帳

簿

等

特
定
自
主
検
査
台
帳
・
検
査
料
収
納
簿
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ⅧⅧ　帳帳簿簿等等（（２２））

№ 判定 備考

55

56 記載事項に漏れはない
57 ＊ 特定自主検査を受けた者の氏名・名称及び住所
58 ＊ メーカー名、機械の種類、型式、性能及び製造年月日又は製造番号
59 ＊ 特定自主検査実施年月日
60 ＊ 特定自主検査を実施した者の氏名（有資格者である）が自署している
61 検査事務所責任者名が自署している
62 ＊ 検査箇所、検査内容等に記載漏れ・誤記はない
63 該当しない箇所は「該当なし（－）」が記されている

64 適切な検査機器を使用し、検査方法欄にチェックを記している

65 ＊ 補修等が必要と認められる場合、検査依頼者への連絡等措置の状況を記載している
66

67 検査記録表、標章を再発行した場合の再発行申込書を一緒にファイルしている
68 定期自主検査指針および検査・整備基準値表を備付、これに基づき検査を実施している
69 ＊ ３年間保存している
70 作業日報と特定自主検査記録表で検査員および検査日が一致している

71 ３年間保存している

記記録録表表のの記記入入方方法法ににつついいてて

№ 備考

55

56

57

58

59

61

62

当該機械の検査箇所及び検査内容について、確実に検査
を実施し正確に記入します。また、記録表に記載のない
検査箇所及び検査内容の項目は、追記し検査をします。

・検査箇所及び検査内容の、検査すべきすべ
て項目について検査し、確認チェック「レ」
を付していますか。
・記録表に記載のない検査箇所及び検査内容
の項目は、追記し検査をしていますか。

「特定自主
検査

記録表の
記入要領」

（TC-ZC-02）
を参照

メーカー名、型式、製造・車体番号、性能を銘板等で確
認して正確に記入します。

・項目はすべて記入してありますか。
・製造・車体番号を訂正していませんか。

検査年月日とは特定自主検査が完了した日（検査が複数
日に亘った場合は、検査が完了した日）を示します。検
査年月日を訂正をしてはいけません。

・標章の払出日・特定自主検査記録表(証明
書)の作成日になっていませんか。
・検査後、全ての補修整備が完了した日になっ
ていませんか。
・検査実施者の不在日になっていませんか。
・修正液、修正テープで修正していませんか。

60

検査者氏名とは検査を実施した検査員(有資格者)の氏名
のことです。検査員が自筆で署名をします。検査者氏名
欄を訂正してはいけません。
検査員(有資格者)２名で検査を実施した場合はいずれか
を代表者とするか２名の自筆署名を併記します。
業務規程で署名と捺印が取り決めされている場合は署
名、捺印をします。このとき複数印鑑を所有する場合、
捺印する印鑑は一つに決めて使用します。

・検査員名が印刷・ゴム印になっていません
か。

責任者名とは代表者又は業務規程において指定された者
（本社統括責任者、検査事務所統括責任者等）の氏名の
ことです。責任者は特定自主検査記録表（証明書）の記
載内容に誤りのないことを確認後、証明書発行番号を記
入し、自筆署名します。名前の訂正をしてはいけませ
ん。
業務規程で署名と捺印が取り決めされている場合は署
名、捺印をします。このとき複数印鑑を所有する場合、
捺印する印鑑は一つに決めて使用します。

・責任者氏名が印刷・ゴム印になっていませ
んか。
・統括責任者の不在の日が発行日になってま
せんか。

特定自主検査記録表（証明書）は建荷協製の記録表につ
いて、ノンカーボン式は２枚目(副)を、ノンカーボン式
以外のものについては(カーボンで転写した写し)を副と
して系統的に保管します。

・記録表は証明書発行番号または標章番号等
の番号順に綴っていますか。

特定自主検査記録表(証明書)は特定自主検査を実施した
ことを証明する重要な書類です。記載事項に記入漏れ、
記入ミス等があってはなりません。標題部、検査事項部、
事業者への要請等及び補修等の措置内容について、検査
を実施した結果を検査依頼者に分かり易く記入します。

・記入漏れ、記入ミスはありませんか。
・丁寧で判り易すく記入されていますか。

検査対象機械の使用者の氏名又は名称、及び住所を正確
に記入します。

・検査対象機械の使用者の氏名又は名称、及
び住所を判り易く正確に記入してありますか。

未補修事項がある場合は事業者が補修してから標章を貼付するように要請している

日
報

　協会発行「特定自主検査記録表の記入要領」を参照のこと。（記入要領を解説する「抜粋版」は協会ＨＰより無
料でダウンロードいただけます。）

解　説 点検のポイント

区分 項　目

帳

簿

等

特
定
自
主
検
査
検
査
記
録
表
（

証
明
書
）

特定自主検査記録(証明書)の控は月別、証明書発行番号順等、系統的にファイルされて
いる
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№ 備考

63

64

65

66

68

69

70

71 検査日報は３年間保存する。

検査業者は誤りのない正しい検査結果を依頼者に提示し
なければなりません。このため、検査業者は検査対象機
械についての検査項目、検査方法、判定基準等を定めた
「定期自主検査指針」及び検査対象機械の測定値等の良
否を判定する基準値を掲載した「検査・整備基準値表」
を準備し、検査員が判定基準に従って適正な判断ができ
るようにしておきます。

特定自主検査記録表は３年間保存する必要があります。
**登登録録省省令令　第第1199条条のの2200

・記録表は３年間確実に保存されています
か。

検査日報等を備え、検査員の業務の管理をします。
また、日報はその他の台帳等と整合性がとれていなけれ
ばなりません。

・特定自主検査記録表に記載の検査員の日報
に当該機械の特定自主検査の実施が記入して
ありますか。
・検査実施日は同一ですか。
・検査員の休日に検査が行われていませんか。
・会社の休日が検査実施日の場合、検査員の
休日出勤届けは提出されていますか。(検査
員が休日出勤となっていますか)
・業務規程に定められた休日対応の料金を請
求していますか。
・機械に見合った検査時間となっていますか。

標章は事業者（依頼者）が貼付します。標章の貼付は事
業者の義務です。検査の結果、補修を必要とする箇所が
存在し、検査の依頼者に対しその必要性を説明したが、
依頼者が直ちに補修等の措置を取らない場合については、
標章は貼付せず、補修完了後、標章を貼付するよう要請
します。またこの要請は手渡し等直接行うことが望まし
い。

・検査員自らが標章を貼付していませんか。
・未補修部分がある場合は補修実施を確認後
に標章を貼るように依頼者に要請しています
か。

67

検査記録表、標章を再発行した場合は再発行申請書を保
管しておく必要があり、記録表（副又は控）と一緒に
綴っておきます。
標章を再発行する際、記録表を標章番号順に綴っている
場合は、新旧の標章番号の両方に再発行申請書を綴りま
す。

・再発行申請書は記録表（副又は控）と一緒
に綴っていますか。
・定期自主検査指針は特定自主検査を行うこ
とができる機械について最新のものを備えて
ありますか。また、検査員がいつでも閲覧で
きますか。
・検査・整備基準値表は特定自主検査を実施
した全ての機械、年式、型式について備えて
ありますか。また、検査員がいつでも使用で
きるようになっていますか。
・出張検査では検査・整備基準値表（または
検査を実施する機械の頁のコピー）を携行し
ていますか。

「特定自主
検査

記録表の
記入要領」

（TC-ZC-02）
を参照

検査は適切な検査方法、適切な検査機器を使用して実施
します。またその結果を基準値と照合し良否を判定しま
す。
検査方法欄は検査を行った方法、使用した検査機器に確
認チェック「レ」を付します。検査方法欄にない方法、
検査機器を使用した場合は追記して確認チェック「レ」
を付します。

・検査機器で測定した数値は当該機械の基準
値と比較し正しく判定していますか。
・検査内容、検査方法・検査機器に正しく確
認チェック「レ」を付していますか。また、
検査方法欄にない方法、検査機器を使用して
検査を実施した場合、検査方法、検査機器名
を追記してありますか。

「検査業者が特自検を行っときに事業者に勧告した事項
等」を記載することが定められており、次の内容が含ま
れます。
 1)検査の結果、不良と判断されたが補修しなかった事
項。
 2)検査の結果、良と判定されたが、稼働時間の経過に伴
い異常の発生が予見される事項。
＊＊登登録録省省令令第第1199条条のの2200第第66号号､､通通達達SS5533..22..1100基基発発第第7799号号
また、不具合箇所がない場合でも、定期点検整備の重要
性を説明し、継続実施の励行を促します。
「補修等の措置内容欄」には検査の結果、異常が認めら
れ補修を行った内容（不具合箇所と内容、補修を行った
年月日、補修の内容）を記載します。

・事業者への要請等欄は不具合のある箇所の
番号と、具体的な不具合内容、補修等の要請
を事業者に「何を何時までにどうすれば良い
か」判り易く記入してありますか。
・補修を必要とする場合、事業者にすみやか
に通知し、その旨を記録表に記入してありま
すか。

解　説 点検のポイント

検査する当該機械に記録表に記載されている検査箇所が
存在しない場合は、検査結果欄および補修内容欄に「－」
を記入し記載漏れがないことを明示します。

・存在しない検査箇所に「－」の記入忘れは
ありませんか。
・存在しない検査箇所及び検査項目に検査実
施済みの確認チェック「レ」を付していませ
んか。
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第121条　次の各号のいずれかに該当するときは､その違反行為をした登録製造時等検査代行機関等の役員又は職
員は､50万円以下の罰金に処する｡
一、二及び三　(省略)
四　第100条第２項の規定による報告をせず､若しくは虚偽の報告をしたとき｡
五　第103条第２項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず､又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき｡

(両罰規定)
第122条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
て、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に
対しても、各本条の罰金刑を科する。

【【労労働働安安全全衛衛生生規規則則】】

(定期自主検査の記録)

第151条の23　事業者は、前２条の自主検査（フォークリフト関係の定期自主検査）を行なったときは、次の事項
を記録し、これを３年間保存しなければならない。
　一　検査年月日
　二　検査方法
　三　検査箇所
　四　検査の結果
　五　検査を実施した者の氏名
　六　検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

第151条の55（不整地運搬車関係）、第169条（車両系建設機械関係）、第194条の25　（高所作業車関係）

２　厚生労働大臣､都道府県労働局長又は労働基準監督署長は､この法律を施行するため必要があると認めるとき
は､厚生労働省令で定めるところにより､製造時等検査代行機関等に対し､必要な事項を報告させることができる｡
３　労働基準監督官は､この法律を施行するため必要があると認めるときは､事業者又は労働者に対し､必要な事項
を報告させ､又は出頭を命ずることができる｡

(書類の保存等)
第103条　事業者は､厚生労働省令で定めるところにより､この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成し
た書類(次項及び第３項の帳簿を除く｡)を､保存しなければならない｡
２　登録製造時等検査機関は､厚生労働省令で定めるところにより､製造時等検査､性能検査､個別検定､型式検定､
特定自主検査､免許試験､技能講習又は教習に関する事項で､厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え､こ
れを保存しなければならない｡
３　(省　略)

(罰　　　則)
第118条　（省略）、第54条の6第２項、（省略）の規程による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行
為をした製造時等検査代行機関等の役員又は職員は、１年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第119条  次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一　第20条、第33条第１項若しくは第２項、第42条の規程に違反した者（関係条項以外は省略）
二、三及び四　（省略）

第120条  次の各号のいずれかに該当する者は50万円以下の罰金に処する。
一　第33条第３項、第45条第１項若しくは第２項、第103条第１項の規定に違反した者（関係条項以外は省略）
二、三、四、五及び六　（省略）

３３．．関関係係法法令令

【【労労働働安安全全衛衛生生法法】】

(報　告　等)

第100条　厚生労働大臣､都道府県労働局長又は労働基準監督署長は､この法律を施行するため必要があると認める
ときは､厚生労働省令で定めるところにより､事業者､労働者､機械等貸与者､建築物貸与者又はコンサルタントに対
し､必要な事項を報告させ､又は出頭を命ずることができる｡
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　帳帳簿簿類類のの保保存存期期間間ににつついいてて

(定期報告)
第19条の21　検査業者は､４月１日から翌年の３月31日までの間に行った特定自主検査の状況について､その年の
４月30日までに､特定自主検査実施状況報告書(様式第７号の６)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければなら
ない｡

４４．．そそのの他他

　帳簿の保存については、【登録省令】第１９条の２０に保存する項目、および期間（３年間）が定められ、ま
た、これに違反した場合の罰則は【法】第１２１条に定められています。
　これらの定められた項目以外の帳簿類についても、関連する帳簿類については、最低でも上記帳簿と同様、保存
期間３年以上（原則は記載した日から３年間であるが、当該年度を除いた過去３年度分）保存しておくことが望ま
しい。また、その中で経理処理に関わる、帳票、帳簿類については、各社の会計規程に沿った保存期間とする必要
があります。

第19条の17　検査業者は､氏名若しくは名称又は住所について変更が生じたとき(法第54条の５第１項の承継によ
り変更が生じたときを除く。)は、遅滞なく、検査業者登録事項変更等申請書(様式７号の４)に登録証及び書換え
の理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
２　検査業者は､第19条の13第二号に掲げる事項について変更が生じたときは､遅滞なく、検査業者登録事項変更
等申請書(様式７号の４)に変更事項を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない｡
３　検査業者は、第19条の13第三号に掲げる事項について変更しようとするとき(法第54条の５第１項の承継によ
り変更が生じたときを除く。)は、検査業者登録事項変更等申請書に登録証及び書換えの理由を証する書面を添え
て、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

(業務規程の変更の報告)
第19条の19　検査業者は､第19条の15第三号の特定自主検査の業務に関する規程を変更したときは､遅滞なく､所轄
都道府県労働局長等に報告しなければならない｡

(帳　　　簿)
第19条の20　検査業者は､特定自主検査を行った機械等について､次の事項を記載した帳簿を備え､これを記載の日
から３年間保存しなければならない｡
一　特定自主検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
二　特定自主検査を行った機械等の種類､型式､性能及び製造年月日又は製造番号
三　特定自主検査を行った年月日
四　特定自主検査を実施した者の氏名
五　特定自主検査の結果
六　その他特定自主検査に関し必要な事項

ロ　検査料の額及びその収納の方法に関する事項
ハ　特定自主検査の検査の結果についての証明書の発行に関する事項
ニ　特定自主検査の業務に関する帳簿の保存に関する事項
ホ　その他特定自主検査の業務に関し必要な事項

四　特定自主検査の業務を行うために必要な事務所を有すること｡

(登録事項の変更)

(登録の基準)
第19条の15　法第54条の３第４項の厚生労働省令で定める基準は､次のとおりとする｡
一　法第54条の４の厚生労働省令で定める資格を有する者の数が申請に係る特定自主検査の業務を適正に行なう
ために必要な数以上であること｡
二　検査機器の数が申請に係る特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数以上であること｡
三　次の事項を記載した特定自主検査の業務に関する規程を定めていること｡

イ　特定自主検査を行うことができる機械等の種類

【【登登録録省省令令】】

(検査業者の登録事項)
第19条の13　法第54条の３第１項の厚生労働省令で定める事項は､次のとおりとする｡
一　登録年月日及び登録番号
二　法人にあっては､その代表者の氏名
三　検査業者になろうとする者が特定自主検査を行うことができる機械等の種類

－　11　－



SACL （ 22 ） 第 42巻 250号（2020.11）

436

特定自主検査業務マニュアル

BP-ZC-08

特定自主検査登録検査業者必携

BC-ZC-01

BC-YC-01

PC-ZC-02

BC-ZC-03

特定自主検査記録表

特定自主検査記録表の記入例

TC-ZC-02

特定自主検査台帳[検査業者用]

BC-ZC-07

検査整備基準値表

本解説の最新版は協会ホームページよりダウンロードすることが出来ます。

　Ⓒ2019　公益社団法人　建設荷役車両安全技術協会　URL:http://www.sacl.or.jp 平成31年4月改訂

特定自主検査の結果を記録するための表を定期自主検査指針に則り、機械ご
とにまとめたものです。

特定自主検査記録表を正しく記入するために、記入の仕方の解説と記入例を
示したものです。

検査台帳は標章の受払と検査業者に備え付が義務つけられている帳簿の記載
事項の主な事項と、業務規程に定めた検査料の収納にかかわる事項が一緒に
記入できるようにしたものです。

特定自主検査結果の良否を判定するための「基準値」を機械の種類、メー
カ、機種ごとにまとめたものです。

SS-LC-03ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ　　SS-CP-01ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
SS-GE-03油圧ｼｮﾍﾞﾙ　SS-RC-01締固め用機械
SS-GE-04ﾄﾗｸﾀ･ｼｮﾍﾞﾙ SS-HL-01高所作業車
SS-GE-05ﾌﾞﾙ･ﾄﾞｰｻﾞｰ SS-DM-01解体用機械

安全と特定自主検査のおはなし 「なぜ特定自主検査が必要なのか？」をご理解いただけるよう、イラスト入
りでわかりやすく解説したパンフレットです。

定期（特定）自主検査関係法令・通達集
特定自主検査制度に関係する法令、通達（労働安全衛生法、労働安全衛生法
施行令、労働安全衛生規則、告示等）について、まとめたものです。

定期自主検査指針
労働安全衛生法　第４５条第３項の規定に基づき公表された自主検査指針を
関係事業者等への便宜を図るために発行しているものです。SG-LC-01ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ    SG-GR-01不整地運搬車

SG-KC-01車両系建機 SG-HL-01高所作業車

図書名（図書符号） 説　　明

特定自主検査業務が的確に行われるよう、必要とされる項目ごとに判りやす
く説明したものです。

これから検査業者の登録申請をするにあたって申請に必要な事項や、登録事
項の変更手続き等を解説したものです。

特定自主検査に関するQ＆A 特定自主検査の適正な実施を行なうため実務から得た質疑をQ＆Aとしてまと
めたものです。

５５．．協協会会発発行行図図書書等等ののごご案案内内

建荷協では特定自主検査に関する図書や、無資格者による検査を防止するための標識（シール、腕章、ワッペン
等）を頒布しています。ご購入は建荷協都道府県各支部へお申し付け下さい。

保保有有すするる資資格格
ををヘヘルルメメッットト

にに貼貼付付

検検査査業業者者検検査査員員シシーールル

腕腕 章章

ワワッッペペンン
（（アアイイロロンンでで圧圧着着））

－　12　－



建設荷役車両 （ 23 ） 第 42巻 250号（2020.11）

437

業務点検表を示します。

① 検査実施事業所名 事業所名または事業場名を記入する。

② 点検を実施した年月日を記入する。

③ 事業所または事業場の責任者または機械管理責任者の役職と氏名を記入する。

④ 業務点検を実施した者の役職と氏名を記入する。

２２．．点点検検項項目目部部（（区区分分、、項項目目等等））
№ 判定 備考

①

②

③

④

⑤

ＢＰ-ＹＣ-０５-Ｂ

   特特定定自自主主検検査査　業業務務点点検検表表　[[事事業業内内用用]]  のの 解解説説

公公益益社社団団法法人人　建建設設荷荷役役車車両両安安全全技技術術協協会会

　この「『特定自主検査　業務点検表　[事業内用]』の解説」は「特定自主検査　業務点検表[事業内用]」
の点検項目について、項目ごとに「解説」と「点検のポイント」を解説したものです。

・・・・

点検年月日 ②　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　
点検者
職氏名

④

点検年月日

点検責任者職氏名

・・・・ 業務点検表に対する「解説」、「点検のポイント」を示します。

　本書を十分理解し、「特定自主検査　業務点検表[事業内用]」による適切な業務点検を定期
に、実施下さる様、お願いいたします。事業所の責任者は「点検のポイント」を定期的に確認す
るよう心掛けてください。

１１．．表表題題部部（（事事業業所所名名等等））

特特定定自自主主検検査査業業務務点点検検表表　[[事事業業内内用用]]

検査実施事業所名 ①
点検責任者

職氏名
③

項目
業務点検を実施する際、どのような点検を行うかを表示している。
文頭に「＊」のある項目は法令・通達に定められた項目をしめします。

判定
判定欄には良の場合は「○」、否の場合は「×」、該当しない項目は「－」をそれぞれ記入し、
検査者の人数欄および検査機器の台数欄には数値をそれぞれ記入する。

備考 点検内容、判定等の特記事項があれば記入する。

点検者職氏名

区分 項　目

区分 点検内容の区分を示す。

№ 点検項目の番号を示す。

２１ ３ ４ ５
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ⅠⅠ　組組織織・・管管理理

№ 判定 備考

1

2

3 標章の払出や「標章受払簿」「標章貼付簿」等の管理をする標章管理者を選任している
教育記録表を作成し、社内及び建荷協の研修・教育等を検査者毎に管理している

教育内容 判定 研修・教育
＊ 検査者資格取得研修
＊ 能力向上教育

実務研修
安全教育
特定自主検査セミナー

5

6

7

8
*

№ 備考

1

2

3

5

6

7

8

建
荷
協

機
械
の
管
理

検査対象機械一覧表を整備してある。（検査対象機械一覧表とは検査対象機械が、ひと
目で判るよう、機械の名称、型式・車体番号、特定自主検査の実施等を記入したもの）

年間安全衛生計画の中で機械ごとに検査実施時期等を定めている

検査の実施状況をチェックし、遅滞なく検査を実施している

検査対象機械は、１年に１回（不整地運搬車は２年に１回）、定期に、漏れなく検査を
行っている

区分 項　目

組
織
・
管
理

体
制

特定自主検査業務全般を統括する責任者として、機械管理責任者を選任している
必要に応じて機械管理責任者を補助する、検査実施責任者を選任している

教
育

4

社
内
・
そ
の
他

4

検査者の養成、検査技術向上のため、社内及び建荷協の
研修・教育に積極的に参加する必要があります。検査者
ごとの教育記録表を作成し、計画的に（能力向上教育に
ついてはおおむね５年ごと）参加できるように管理しま
す。

・検査者ごとの教育記録表を作成しています
か。
・検査者の急な欠員に対応出来るよう、計画
的に検査者を養成していますか。

社社内内・・そそのの他他： 建荷協の研修以外で管理している教育（社内研修、技能講習等）を記入し、その実施
状況を判定します。

解　説 点検のポイント

特定自主検査業務に関する管理体制を確立するため、業
務を統括する責任者として機械管理責任者を選任します
（事業場が複数の場合は事業場ごとに選任）。また、そ
のことが判る様、組織図、人員配置図を作成し機械管理
責任者名を明示しておきます。

・組織図、人員配置図の機械管理責任者の名
前が最新の者になっていますか。

事業規模が大きい場合は、必要に応じて補助者として検
査実施責任者を選任します。

・事業場毎に機械管理責任者を選任し必要に
応じて補助者選任していますか。

建建　荷荷　協協： 建荷協で開催される研修・教育について実施状況を判定します。

保有している特定自主検査対象機械について一覧表を作
成し、検査時期等を明確にします。

・一覧表は、機械の種類、号機、稼働部署、
特自検実施時期等が判るものになっています
か。
・一覧表は、検査が完了したものが判る様に
なっていますか。
・一覧表で実施状況を定期的に確認していま
すか。

保有している特定自主検査対象機械について稼働部署、
検査者の配置状況を勘案して、検査実施計画を立案しま
す。

保有している特定自主検査対象機械について一覧表を作
成し、検査の実施状況を把握します。

機械管理責任者が必要に応じて標章管理者を定め、標章
の紛失、払出し間違い等を防止するため、標章の管理、
受払い業務等を実施させます。

・標章管理者を選任し、標章の受払等の業務
を本人に実施させていますか。
・複数事業所がある場合は、事業所ごとに標
章管理者を選任していますか。

特定自主検査対象機械は、１年以内ごとに１回（不整地
運搬車は２年に１回）、定期に、漏れなく検査を行わな
ければなりません。
＊＊安安衛衛則則　第第115511条条のの2244,,5566、、第第116699条条のの22、、第第119944条条のの2266

・機械管理責任者は特定自主検査期限切れの
未実施機械がないことを定期的に確認してい
ますか。
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ⅡⅡ　検検査査者者

№ 判定 備考

9

10 * 機械等の種類ごとに検査者を配置してある 人数 判定

11 フォークリフト

12 不整地運搬車

13 車両系建設機械（整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用）

14 車両系建設機械（基礎工事用）

15 車両系建設機械（締固め用）

16 車両系建設機械（コンクリート打設用）

17 高所作業車

18 検査者の過去３年間の異動、退職等の経過を記録している
19 過去３年間の検査者の資格証の写しをファイルしている
20 検査資格者を明確にするために検査者標識（ワッペン、腕章等）を装着している

№ 備考

9

18

19

20

解　説 点検のポイント

事業場内に「誰が、どのような資格を保有しているか」
「機械の種類ごとに何名の検査者がいるか」を把握して
おくことが必要です。そのため「特定自主検査検査者名
簿」を作成し管理します。

・検査者名簿を備え、検査できる機械を把握
していますか。
・複数事業場がある場合は、検査できる機械
を事業場毎に把握していますか。

区分 項　目

検
査
者

検査者名簿を備えている。（検査者名簿とは誰がどの資格を保有しているのか、機械等
の種類ごとに何名の検査者がいるのかを把握するためにまとめたもの）

特定自主検査記録の保存期間が３年となっていることか
ら、過去３年間の検査者の在籍状況を把握しておく必要
があります。最新の特定自主検査検査者名簿と過去３年
間分の検査者名簿を保存しておきます。

・検査者名簿を３年間保存していますか。

特定自主検査記録の保存期間が３年となっていることか
ら、記録表に記載されているすべての検査者の資格証の
写しを保管しておきます。

・資格者の修了証の写しを３年間保存してい
ますか。

無資格者による検査を防止するために、検査者は有資格
者であることを他の社員と区別できる標識を装着しま
す。

・標識を用意し検査者に装着を指示していま
すか。
・検査者が標識を装着していることを確認し
ていますか。

10
～
17

有資格者は検査対象機械の種類ごとに最低１人必要で
す。欠員で有資格者が一人もいない場合は、該当する機
械の種類の特定自主検査業務は行うことができません。
欠員を補充するか、その機械については検査業者に特定
自主検査を依頼しなければなりません。

・複数事業所がある場合は、検査対象機械や
台数に応じた検査資格者の人員配置にしてい
ますか。。

人人数数： 当該事務所内で保有している機種についてその機種の資格を保有する人数を記入。保有してい
ない場合は「－」を記入します。

判判定定：： 当該事務所内で特定自主検査を行うことができるかできないかを判定します。
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ⅢⅢ　検検査査機機器器
№ 判定 備考
21 検査機器台帳を備えている
22 検査機器は１台以上保有し、検査者の人数に対して適正である
23 検査機器は整備され、いつでも使用できる状態にある

台数 判定 台数 判定 整備状況

①圧力計 ⑤油圧計

（ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｹﾞｰｼﾞ） ⑥電圧計

②回転計 ⑦電流計

③シックネスゲージ ⑧探傷器(又はｶﾗｰﾁｪｯｸ等)

④ノズルテスター ⑨磨耗ゲージ

№ 備考

21

ⅣⅣ　検検査査済済標標章章

№ 判定 備考

24 標章管理者を定め、直接、受払・引当等の実務を行っている
25 標章受払簿を備えている
26 標章の貼付位置は適切である
27 標章受払簿の残数と現物が一致している
28 標章はロッカー等施錠設備のある箇所に保管している
29 年末残数の廃棄処理を適切に行っている

№ 備考

24

25

27

28

区分 項　目

検
査
機
器

整備状況

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ用

解　説 点検のポイント

検査機器台帳を備え、検査機器の数量、保守状態を確認
し、その結果と不具合機器の較正、更新状況等の記録を
保存しておきます。

・検査機器台帳等を備え定期的に数量、状態
等を点検していますか。
・台帳に記載されている機器（メーカー名・
型式・機番及び数量等）と現在保有の検査機
器と相違はありませんか。
・検査機器は性能、数量等を満足しています
か。

ｶﾞｿﾘﾝ用

22

検査機器は最低１組以上、特定自主検査実施台数に応じ
た数量を保有することが望ましい。
保有が困難な場合は特自検の際、検査機器を借りて実施
できる体制を確保しておく必要があります。

・検査機器の保有が２組なのに３名の検査者
が各々異なる場所で終日特定自主検査業務に
就いていませんか。

23

検査機器は常に整備され、いつでも使用できる状態でな
ければ、特定自主検査は実施できません。

・定期的な機器の検査、補修の結果を検査機
器台帳に記載してありますか。
・検査の結果不具合のある機器は修理、較正
または更新をしていますか。また結果を検査
機器台帳に記載してありますか。

台数　　： それぞれの検査機器の保有数を記入します。
判定　　： 保有する検査対象機械の検査を行う性能に適合している機器の数量を記入、不適合の数

量を(　)内に記入します。

解　説 点検のポイント

標章の紛失、払出し間違い等を防止するため、標章管理
者以外の者が取扱えないよう、標章管理者自身が標章の
管理、受払等の業務を直接行います。

・機械管理責任者は標章管理者本人が標章の
受払等の業務を実施しているか定期的に確認
していますか。

整備状況： 正常に使用できる検査機器の数量を記入、不良の機器の数量を()内に記入します。

検検査査機機器器ににつついいてて　　事業内検査では特定自主検査を実施するために使用する検査機器の備え付けは義務づけ
られていません。しかし、検査をする以上は、必要最小限の検査機器は、検査時には、すぐに使用できる状態であ
ることが必要です。検査機器を保有していない場合でも、必要に応じていつでも使用できる体制（検査機器を随時
借用・使用できる体制）を整え、借用した際は検査機器を使用した証として借用証を保存しておきます。

区分 項　目

検
査
済
標
章

標章は施錠可能なロッカー、金庫、キャビネット等の収
納設備に収納し、また、収納設備は標章受払時以外は施
錠しておきます。

・収納設備の鍵は機械管理責任者若しくは標
章管理者が保管してますか。
・収納設備は標章受払時以外は施錠されてい
ますか。

標章受払簿を備え、標章の受入数、払出数、廃棄数、残
数等を管理します。受入、払出の都度記入するようにし
ます。

・標章の受入先（建荷協支部、本社、事務所
等）が備考欄に記入してありますか。

26

標章は機械の運転席付近で、車両の管理者、運転者、検
査者等が見やすく、仕様変更、修理等を行っても容易に
取り外せない部分、また、汚れ、損傷等が発生しにくい
場所に貼付します。

・標章は特定自主検査を行なった年月を明ら
かにするように見やすい場所に貼付していま
すか。
・受払簿の払出しの最終標章番号と残りの標
章の最初の番号とが連番となっていますか。
・機械管理責任者が定期的に受払簿と実際の
標章の残数を確認していますか。

標章受払簿に記載の残数と実際の標章の残数が一致して
いることが必要です。また標章の番号についても同様に
一致していることが必要です。
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29

ⅤⅤ　帳帳簿簿等等（（１１））

№ 判定 備考

30 標章の受払は適正に記載されている
31 受入数、払出数、残数に差異がない
32 都度または月ごと（週ごと）等一定の期間単位で管理され、払出数が適切である
33 廃棄処理が適正に行われ、廃棄理由が明確になっている
34 ３年間保存している
35 標章番号順等系統的に記載されている
36 記載事項に漏れがない
37 再発行の場合、適用欄に旧標章番号を記載している。
38 標章番号に欠番はない
39

40

41 一人一日あたりの検査台数は適正である
42 ３年間保存している

№ 備考

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

年末の余剰標章は、標章番号・廃棄年月日・廃棄枚数・
廃棄方法・廃棄者氏名を受払簿に記入の上、標章番号を
含む部位を切断、台紙等に貼付し保管する等、適切に廃
棄処理を行います。（関連33,39）

・廃棄した標章の番号、枚数は受払簿の残数
と一致していますか。
・廃棄した標章の番号を含む部位を台紙等に
貼付し保管していますか。

区分 項　目

帳
簿
等

標
章
受
払
簿

標
章
貼
付
簿

汚損、切取ミス等、使用不可能になった標章は、理由を記載し残余片を保管している
紛失した標章は、紛失理由を記載してある

・機械管理者の確認（押印等）は定期的に行
なわれていますか。

標章の廃棄には、汚れ、損傷、切取間違い等による廃棄
（関連39）と年末の余剰標章の廃棄（関連29）がありま
す。これらの廃棄処理を行った場合は受払簿に標章番
号、廃棄年月日、廃棄理由、廃棄枚数、廃棄方法、廃棄
者氏名等を記載しておきます。

・標章の廃棄をした場合、廃棄した標章番
号、枚数、廃棄理由等を受払簿に記入してい
ますか。

解　説 点検のポイント

標章受払簿には標章の標章番号、受入数、払出数、残
数、廃棄数、受払先等の状況を正確に記入しなければな
りません。

・受入れた全ての標章の枚数と標章番号を記
入していますか。
・払出しした標章の枚数と標章番号を記入し
ていますか。
・受払後の標章の残数を記入していますか。
・標章を廃棄した場合、廃棄数と廃棄理由を
記入していますか。

機械管理責任者は標章受払簿に記載の項目について、間
違いがないか、定期的に確認をします。

・標章受払簿の記載事項について、定期的に
確認していますか。

標章の受払の都度、又は週、月単位等、定期的に受払の
状況を記載し管理しなければなりません。また、その結
果を機械管理責任者が確認・押印します。

標章受払簿は３年間保存することが望ましい。
・受払簿と標章番号を含む部位を切断したも
のは保存してありますか。

標章貼付簿は記録表の発行番号若しくは標章番号等、何
れかの番号順で系統的に管理します。

・番号順になっていない場合は理由が明確に
なっていますか。

標章貼付簿では標章番号、当該検査標章を貼付した機械
名、型式、車体番号、検査年月日、検査者名、補修確認
月日等を記入します。

・該当する項目が無い場合は（－）で未記入
でないことを明示していますか。

標章発行前に汚損、実施月の切り抜き誤り等により使用
不可能となった場合や発行後機械に貼付された標章が汚
損し再発行する場合は、台帳、受払簿の適用欄にその状
況を記入しておきます。
標章の残片がある場合は、残片を台紙等に貼付し、保管
しておきます。（関連29,33）

・使用不能となり廃棄した標章の摘要欄に廃
棄理由を記入してありますか。
・廃棄した標章の番号を含む部位を台紙に貼
付し保管していますか。

標章を紛失した場合は標章受払簿の廃棄欄、標章貼付簿
の摘要欄にその理由を明記するとともに、当事者に顛末
書を作成させ保管しておきます。

・紛失した標章の標章番号の摘要欄に紛失理
由を記入してありますか。
・紛失した標章について顛末書を作成し保管
してありますか。

標章を再発行する場合は適用欄に旧標章番号を記載しま
す。

・再発行した標章の適用欄に旧標章番号が記
載してありますか。

払出しした標章は全て標章貼付簿に記載し欠番のないよ
うに管理します。

・払出し後、長期間の仕掛りとなる場合は、
一旦戻入します。

検査対象機械の種類、大きさ、検査方法等から判断し、
１日当たりの検査台数は適正でなければなりません。

・検査所要時間が機械の種類、性能等に比し
て短時間の場合はありませんか。

標章貼付簿は３年間保存することが望ましい。
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ⅥⅥ　帳帳簿簿等等（（２２））

№ 判定 備考

43

44 * 記載事項に漏れはない

45 メーカー名、機械の種類、型式、性能及び製造年月日又は製造番号

46 * 特定自主検査実施年月日

47 * 特定自主検査を実施した者の氏名（有資格者である）が自署している

48 機械責任者名が自署している

49 * 検査箇所、検査内容等に記載漏れ・誤記はない

№ 備考

43

44

45

46

47

48

49

記記録録表表のの記記入入方方法法ににつついいてて

帳帳簿簿類類のの保保存存期期間間ににつついいてて

帳

簿

等

特
自
検
記
録
表
（

証
明
書
）

特定自主検査記録表は、標章番号別、記録表発行番号順、検査年月日順等、系統的に全て
ファイルされている

解　説 点検のポイント

区分 項　目

・検査者名が印刷・ゴム印になっていません
か。

責任者名とは事業者名又は機械管理責任者のことです。
責任者が記入内容を確認後、署名します。
社内規定で自署と捺印が取り決めされている場合は署名、捺
印をします。

・責任者氏名が印刷・ゴム印になっていませ
んか。
・責任者の不在の日が発行日になっていませ
んか。

当該機械の検査箇所及び検査内容について、確実に検査
を実施し正確に記入します。また、特定自主検査記録表
に記載のない検査箇所及び検査内容の項目は、追記し検
査をします。
＊＊安安衛衛則則　第第115511条条のの2233,,5555、、第第116699条条、、第第119944条条のの2255

・検査箇所及び検査内容の、検査すべきすべ
ての項目について検査し、確認チェック「レ」
を付していますか。
・記録表に記載のない検査箇所及び検査内容
の項目は、追記し検査をしていますか。

　詳細は協会発行「特定自主検査記録表の記入要領」を参照のこと。（記入要領の解説部分を抜粋した「特定自主
検査記録表の記入要領（抜粋版）」は協会ＨＰより無料でダウンロードいただけます。）

特定自主検査記録表は標章番号順、記録表発行番号順、
検査年月日順等、系統的にファイルしておけば検査標章
の紛失防止、記録表の発行漏れ防止に役立ちます。また
特定自主検査記録表は３年間保存します。

・特定自主検査記録表は発行番号または標章
番号等の番号順に綴っていますか。

特定自主検査記録表は特定自主検査を実施したことを証
明する重要な書類です。記載事項に記入漏れ、記入ミス
等があってはなりません。標題部、検査事項部、補修等
の措置内容について、検査を実施した結果を分かり易く
記入します。

・記入漏れ、記入ミスはありませんか。
・丁寧で判り易すく記入されていますか。

メーカー名、型式、製造・車体番号、性能を銘板等で確
認して正確に記入します。

・項目はすべて記入してありますか。
・製造・車体番号を訂正していませんか。

検査年月日とは特定自主検査が完了した日（検査が複数
日に亘った場合は、検査が完了した日）を示します。検
査年月日を訂正をしてはいけません。

・検査実施者の不在日になっていませんか。
・修正液、修正テープで修正していませんか。

検査者氏名とは検査を実施した検査者(有資格者)の氏名
のことです。検査者が自筆で署名をします。検査者氏名
欄を訂正してはいけません。
検査者(有資格者)２名で検査を実施した場合はいずれか
を代表者とするか２名の自筆署名を併記します。
社内規程で自署と捺印が取り決めされている場合は署
名、捺印をします。

　特定自主検査の結果（特定自主検査記録表）については安全衛生規則第151条の23、55、第169条、第194条の25に
て３年間と定められています。
　また、台帳類については特に定められていませんが、検査業検査の場合に定められている（【登録省令】第19条
の20）３年間（原則は記載した日から３年間であるが、当該年度を除いた過去３年度分）相当、保存しておくこと
が望ましい。

－　6　－
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50 該当しない箇所は「該当なし（－）」が記されている

51 適切な検査機器を使用し、検査方法欄にチェックを記している

52
*

53

54 検査記録表、標章を再発行した場合の再発行申込書を一緒にファイルしている
55 定期自主検査指針および検査・整備基準値表を備付、これに基づき検査を実施している
56 * ３年間保存している

57

58

№ 備考

50

51

53

54

55

56

57

58

解　説 点検のポイント

検査する当該機械に特定自主検査記録表に記載されてい
る検査箇所が存在しない場合は、検査結果欄および補修
内容欄に「－」を記入し、記載漏れがないことを明示し
ます。

・存在しない検査箇所に「－」の記入忘れは
ありませんか。
・存在しない検査箇所及び検査項目に検査実
施済みの確認チェック「レ」を付していませ
んか。

検査は適切な検査方法、適切な検査機器を使用して実施
します。またその結果を基準値表と照合し良否を判定し
ます。
検査方法欄は検査を行った方法、使用した検査機器に確
認チェック「レ」を付します。検査方法欄にない方法、
検査機器を使用した場合は追記して確認チェック「レ」
を付します。

・検査機器で測定した数値は当該機械の基準
値表と照合し正しく判定していますか。
・検査内容、検査方法・検査機器に正しく確
認チェック「レ」を付していますか。また、
検査方法欄にない方法、検査機器を使用して
検査を実施した場合、検査方法、検査機器名
を追記してありますか。

帳

簿

等

特
自
検
記
録
表

(

証
明
書

)

検査の結果、異常が認められた箇所は、直ちに補修その他必要な措置をとり、正常な状
態に修復している

未補修事項がある場合は補修を確認してから標章を貼付することとしている

注意　この検査業検査の欄は特定自主検査を検査業者に依頼している場合に記入して下さい
検
査
業
検
査

検査業者が作成した特定自主検査記録表（検査結果証明書）を所定の年数（３年間）保
存している

検査業者による検査の結果、異常が認められた箇所は、補修その他必要な措置を講じ、
正常な状態に修復した上で標章を貼付している

検査の結果、補修を必要とする箇所が存在したが、直ち
に補修等の措置を取れない場合については、標章は貼付
せず、補修完了後貼付します。

・未補修部分がある場合は補修実施を確認後
に標章を貼るようにしていますか。

紛失、汚損等により特定自主検査記録表、標章を検査業
者へ再発行を依頼した場合は再発行申請書を保管してお
きます。

・再発行申請書は特定自主検査記録表と一緒
に綴っていますか。

検査対象機械についての検査項目、検査方法、判定基準
等を定めた「定期自主検査指針」及び検査対象機械の測
定値等の良否を判定する基準値を掲載した「検査・整備
基準値表」を準備し、検査者が判定基準に従って適正な
判断ができるようにしておきます。

・定期自主検査指針は特定自主検査を行うこ
とができる機械について最新のものを備えて
ありますか。また、検査者がいつでも閲覧で
きますか。
・検査・整備基準値表は特定自主検査を実施
した全ての機械、年式、型式について備えて
ありますか。また、検査者がいつでも使用で
きるようになっていますか。

52

・検査の結果、不良と判断されたが補修しなかった事項
は、「事業者への要請等」の欄に、不具合の状況と修理
要請を記述します。なお、この場合事業者はすみやかに
補修等の措置を行わなければなりません。
また、検査の結果、良と判断されたが、稼働時間の経過
に伴い異常の発生が予見される事項についても「事業者
への要請等欄」にその旨を記入しておく必要がありま
す。
・機械管理者は補修等の処置に関して補修計画を立て速
やかに補修を行います。

・事業者への要請等欄は不具合のある箇所の
番号と、具体的な不具合内容、補修等の要請
を事業者に「何を何時までにどうすれば良い
か」判り易く記入してありますか。
・検査の結果、不良と判断されたが補修しな
かった事項は、すみやかに補修措置を講じて
いますか。
・機械管理者は補修計画を立て、補修の完了
を確認していますか。

特定自主検査記録表は３年間保存する必要があります。
事業内検査・検査業検査どちらで検査を実施した場合で
も記録表は系統的にファイルし保存しておきます。

・記録表は３年間確実に保存されています
か。

検査業者による検査の結果、不良と判断されたが補修し
なかった事項は、「事業者への要請等」の欄に、不具合
の状況と修理要請が記述されます。修理要請があった場
合は事業者はすみやかに補修等の措置を行わなければな
りません。直ちに補修等の措置を取れない場合について
は、標章は貼付せず、補修完了後貼付します。

・検査業者による検査の結果、事業者への要
請等欄を確認していますか。
・補修を必要とする場合はすみやかに補修措
置を講じた上で標章を貼付していますか。
（関連52,53)

－　7　－
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特定自主検査業務マニュアル　

BP-ZC-08

BC-YC-01

PC-ZC-02

BC-ZC-03

特定自主検査記録表

特定自主検査記録表の記入例

TC-ZC-02

特定自主検査台帳[事業内用]

BC-ZC-04

検査整備基準値表

本解説の最新版は協会ホームページよりダウンロードすることが出来ます。

３３．．協協会会発発行行図図書書等等ののごご案案内内

建荷協では特定自主検査に関する図書や、無資格者による検査を防止するための標識（シール、腕章、ワッペン
等）を頒布しています。ご購入は建荷協都道府県各支部へお申し付け下さい。

図書名（図書符号） 説　　明

特定自主検査業務が的確に行われるよう、必要とされる項目ごとに判りやす
く説明したものです。

特定自主検査に関するQ＆A 特定自主検査の適正な実施を行なうため実務から得た質疑をQ＆Aとしてまと
めたものです。

定期自主検査指針
労働安全衛生法　第４５条第３項の規定に基づき公表された自主検査指針を
関係事業者等への便宜を図るために発行しているものです。SG-LC-01ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ    SG-GR-01不整地運搬車

SG-KC-01車両系建機 SG-HL-01高所作業車

特定自主検査の結果を記録するための表を定期自主検査指針に則り、機械ご
とに纏めたものです。

安全と特定自主検査のおはなし 「なぜ特定自主検査が必要なのか？」をご理解いただけるよう、イラスト入
りでわかりやすく解説したパンフレットです。

定期（特定）自主検査関係法令・通達集
特定自主検査制度に関係する法令、通達（労働安全衛生法、労働安全衛生法
施行令、労働安全衛生規則、告示等）について、まとめたものです。

SS-LC-03ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ　　SS-CP-01ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
SS-GE-03油圧ｼｮﾍﾞﾙ　SS-RC-01締固め用機械
SS-GE-04ﾄﾗｸﾀ･ｼｮﾍﾞﾙ SS-HL-01高所作業車
SS-GE-05ﾌﾞﾙ･ﾄﾞｰｻﾞｰ SS-DM-01解体用機械

　Ⓒ 2019 公益社団法人　建設荷役車両安全技術協会　URL:http://www.sacl.or.jp 平成31年4月改訂

特定自主検査記録表を正しく記入するために、記入の仕方の解説と記入例を
示したものです。

検査台帳は特定自主検査済標章の受払を明確に記録しておくための標章受払
簿と特定自主検査の実施した状況を記録するための標章貼付簿からなりま
す。

特定自主検査結果の良否を判定するための「基準値」を機械の種類、メー
カ、機種ごとに纏めたものです。

保保有有すするる資資格格
ををヘヘルルメメッットト

にに貼貼付付

事事業業内内検検査査者者シシーールル

腕腕 章章

ワワッッペペンン
（（アアイイロロンンでで圧圧着着））

－　8　－
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　平成17年からの車両系荷役運搬機械の労
働災害による死亡者数の推移がグラフ 1の
折れ線グラフ、また機械の種類別の内訳が
棒グラフである。
　令和元年の死亡者数は24名であり、平成17

年の45名と比べと、21名の減（47%減）で
あった。これはフォークリフト発生件数の減
によるものであり、ここ数年 1〜 3件の発生
であった不整地運搬車は、 5件の発生となり、
平成21年（ 7件）以来の高い数値となった。

　令和元年に発生した車両系荷役運搬機械
の労働災害による死亡者数は、前年の27名
に比べ 3名減（11％減）となった。
　機械の種類別・業種別の死亡者数は表 1・
グラフ 2のとおりである。
　機械の種類別では、フォークリフトに起
因するものが19名（前年比 7名減）で、不
整地運搬車は 5名と前年に比べ 4名増と
なった。

　業種別でみると、製造業が 7名と多く、全
体の29％を占めている。次いでその他 5名、
農林業 /畜産・水産業 4名となっている。
　次に、車両系荷役運搬機械の種類別・事
故の型に分類したものが表 2・グラフ 3で
ある。
　最も多いのは「墜落・転落」によるもの
で 9名、次いで「転倒」 5名、「はさまれ・
巻き込まれ」 4名と続き、この 3項目は今
年も上位を占めた。
　災害の発生概要をみると、フォークリフ
トのうち「オーダーピッキングトラック」
（運転席とともにフォークが上下に昇降す
る）で 2件の高所からの墜落が発生してお
り、安全帯の完全着用が望まれる。
　また、災害が多発した不整地運搬車につ
いては、発生 5件のうち、「墜落・転落」に
よるものが 4件であった。

［資料提供：厚生労働省］

不整地運搬車
フォークリフト死亡者数の推移

グラフ１
車両系荷役運搬機械の労働災害による死亡者数の推移

１）車両系荷役運搬機械のうち特定自主検査対象機械

広報［災害統計］

車両系荷役運搬機械の労働災害による
死亡災害の推移と令和元年における発生状況

建設荷役車両安全技術協会　本部

１）
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表１　車両系荷役運搬機械の種類別・業種別死亡災害発生状況（令和元年）
（単位： 名 ）

表２　車両系荷役運搬機械の種類別・事故の型別死亡災害発生状況（令和元年）
（単位： 名 ）

グラフ2　機械の種類別 グラフ3　事故の型別

死亡者数
24名

死亡者数
24名

飛来・落下
2人　8％

不整地運搬車
5人　21％

激突され
3人　13％
激突され
3人　13％

フォークリフト
19人　79％

墜落・転落
9人  37％

転倒
5人  21％

はさまれ・
巻込まれ
4人  17％

激突
1人　4％

業種

機械の種類

製造業 鉱業 建設業

運輸交通業/貨物取扱業
農林業/
畜産・
水産業

商業 その他 計道路貨物
運送業

陸上貨物
取扱業

港湾荷役
運送業

フォークリフト 7 0 0 2 1 0 3 2 4 19

不整地運搬車 0 0 3 0 0 0 1 0 1 5

7 0 3 2 1 0 4 2 5 24

事故の型

機械の種類
墜落・転落 転倒 激突 飛来・落下 崩壊・倒壊 激突され はさまれ・

巻込まれ その他 計

フォークリフト 5 5 0 2 0 3 4 0 19

不整地運搬車 4 0 1 0 0 0 0 0 5

9 5 1 2 0 3 4 0 24 
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No 発生月 発生時間 業種 起因物 災害発生状況

1 7 14 鉄鋼業 フォークリフト

スクラップ用鉄製空パレットを、被災者及び同僚 2名にて顧客先
に出向き、トラック荷台上に搬送作業中、被災者がフォークリフ
トを運転し、当該空パレットを顧客先の敷地境界付近に降ろした
後、敷地外の市道方向に後進させたところ、市道脇に添った用水
路にフォークリフトごと転落し、当該フォークリフトの下敷きに
なった。

2 10 9 機械器具製造業 フォークリフト

被災者は操縦席とともにフォークが上下に昇降するピッキング
フォークリフトを使用し、地面からの高さ 2 m以上に上昇した操
縦席上で、隣接した棚から製品の補充作業を行っていた際に地面
に墜落した。ピッキングフォークリフトの操縦席には可動式の手
すりが設置されていたが、被災時には当該手すりは上にあげられ
ており、また、ヘッドガードには安全帯が取り付けてあったが、
被災者は使用していなかった。

3 3 11 その他の製造業 フォークリフト
フォークリフトの爪の部分に労働者を乗せて、棚に置かれた荷物
（ 5 kg）を取ろうとしたところ、爪の部分から足を踏み外して約
2.5m下のコンクリート床上に墜落し、頭部を強打した。

4 4 5 道路貨物運送業 フォークリフト

被災者は、プラットホーム上に仮置きしていた荷（パレット 2段
積み）のうち、 2段目の荷を所定の位置へ運搬するため、フォー
クリフトを運転し、フォークを 2段目パレットの高さまで上昇さ
せた後前進させたところ、急加速し、プラットホーム端部から1.3m
下の地面までフォークリフトごと転落した。運転席から投げ出さ
れた被災者は、フォークリフトの下敷きとなった。

5 7 9 陸上貨物取扱業 フォークリフト

フォークリフト（オーダーピッキングトラック）の傍で、被災者
が頭部から出血して倒れている状態で発見されたもの。災害発生
直後にフォークリフトの運転席が高さ約 3 mの位置にあったこと
から、運転席の位置でラックから荷を取ろうとした際に墜落した
ものと推定される。

6 11 16 土木工事業 不整地運搬車
農地の用水路改修工事において、用水路の基礎生コン打設のため
不整地運搬車に生コンを積んで打設箇所まで運ぶ作業を行ってい
た被災者が、路肩から約3.5m下に転落した不整地運搬車の下敷き
になっているのを発見された。

7 11 14 土木工事業 不整地運搬車
建設工事現場において、崩れた法面を復旧するため、不整地運搬
車で土砂を運んでいた被災者が、当該法面の上方の路肩から転落
し、当該運搬車の下敷きになった。

8 10 12 林業 不整地運搬車
被災者は林道補修作業を行っていた。被災者は川砂利を不整地運
搬車により傷んだ林道へ運搬作業をしていたところ、砂利をダン
プし旋回等をしているときに、林道の路肩から6.2m下の川に不整
地運搬車ごと転落した。

9 5 11 その他の接客娯
楽業 不整地運搬車

スキー場の営業終了に伴う片付け作業において、不整地運搬車の
荷台に労働者 2名を乗せて移動していたところ、残雪があり坂を
登ることができず滑り落ち路肩へ横転した。荷台に乗っていた労
働者 1名は荷台から投げ出され被災し、運転手は左手指の粉砕骨
折を負った。

事故の型別にみた車両系荷役運搬機械による死亡災害事例
（令和元年発生分）

■車両系荷役運搬機械
01.墜落・転落
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02.転倒

No 発生月 発生時間 業種 起因物 災害発生状況

10 1 15 金属製品製造業 フォークリフト
事業場内で、被災者がフォークリフトを運転していたところ、何
らかの理由で傾斜のある路肩に乗り上げて、フォークリフトが横
転し、座席から投げ出された被災者がフォークリフトのヘッド
ガードと地面に頭をはさまれた。

11 5 14 その他の製造業 フォークリフト

被災者は、2.5tフォークリフトを用いてフレコンバックに入った
飼料（500kg）をサイドクランプの片方の爪で吊って運搬作業を
していた。その後、大きな音が響いたため同僚が駆け付けたとこ
ろ、フォークリフトが横転し、フォークリフトの後方フレームに
胸部を挟まれ下敷きになっている被災者を発見した。なお、現場
に段差はない。

12 6 9 道路貨物運送業 フォークリフト
フォークリフトを運転してパレットの運搬作業中、敷鉄板上を後
進していたところ、左後輪が敷鉄板から脱輪した。フォークリフ
トが左側に傾いたため、被災者は運転席から飛び降りたが、転倒
したフォークリフトと地面との間に挟まれた。

13 11 10 小売業 フォークリフト
被災者は倉庫内に保管されている敷料をフォークリフトを用いて
トラックに積み込む際、資材掴み用アタッチメントを最大揚程に
上げたまま勾配 6°の斜面を後進している時にフォークリフトと
共に転倒した。転倒後、ヘッドガードの下敷きになった。

14 5 15 清掃・と畜業 フォークリフト
事業場が所有するフォークリフトが横転し、機体と地面の間に挟
まれた状態で倒れていた被災者を事業場に隣接する会社の関係者
が発見した。

03.激突

No 発生月 発生時間 業種 起因物 災害発生状況

15 8 17 土木工事業 不整地運搬車

工事現場において、小型不整地運搬車を橋下の工事箇所から橋上
につり上げるため、当該小型不整地運搬車を運転して所定の位置
に移動させようと後進させていたところ、土止め支保工の火打ち
ばりの H 型鋼の下に潜り込むように進入してしまい、当該 H 型
鋼と当該クローラーダンプの運転席の間に挟まれた。

04.飛来、落下

No 発生月 発生時間 業種 起因物 災害発生状況

16 2 13 農業 フォークリフト

倉庫内において、トラック荷台上のコンテナから多量のゴムの木
（長さ約 2 m、径 5 cm）を降ろす作業を 4人で行っていた。コン
テナの一つの面の差し込み式の柵をフォークリフトで引き抜こう
としたところ、荷崩れ防止用に設置していた木がはじかれ、車両
近くの地上にいた被災者の頭部を直撃した。被災者は保護帽を着
用していなかった。

17 4 15 その他の事業 フォークリフト
出張先の構内で、機械（800kg）の移設のため、フォークリフト（最
大荷重 2 t）を用いて搬送中、床面に段差（最大4.5cm）がある部
分を通過した際、機械が左側に横転し、誘導していた被災者が建
物の壁とプレス機械に挟まれた。

06.激突され

No 発生月 発生時間 業種 起因物 災害発生状況

18 7 9 農業 フォークリフト

被災者は同僚 2人と倉庫内の整理作業を行っていた。同僚の 1人
が倉庫内から倉庫外のアスファルト路面にフォークリフトを移動
し、停車させていたところ、被災者と当該フォークリフトが路面
の路肩から約60cm下の水田に転落し、被災者の顔が水田に埋没
している状態で発見された。
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No 発生月 発生時間 業種 起因物 災害発生状況

19 2 15 卸売業 フォークリフト
被災者は、トイレに行くために作業場所から事務所へ敷地内を歩
行していたところ、後方から走行してきた同僚が運転するフォー
クリフト（最大荷重：3,550kg）に激突されて、倒れた後、当該フォー
クリフトの前輪に胴体をひかれた。

20 2 9 その他の事業 フォークリフト
ふ頭の岸壁において、輸入されたコークスの入ったフレコンバッグ
の検数作業を行っていた被災者が、別の作業員の運転するフォーク
リフトに激突された。

07.はさまれ・巻き込まれ

06.激突され

No 発生月 発生時間 業種 起因物 災害発生状況

21 11 10 土石製品製造業 フォークリフト

被災者は工場内において床の掃除をしていた。一方、別の者が荷
を前進で移送していたところ、傍らで、別の型枠の準備作業をし
ていた者がフォークリフトの下部に被災者が巻き込まれていると
ころを目撃し、フォークリフトを停車させたが、被災者は車体に
巻き込まれた状態で発見された。

22 5 11 金属製品製造業 フォークリフト

工場内で、最大荷重15tのフォークリフトを使用して、母材コイ
ルの運搬作業をしていたフォークリフトの運転者が、梱包を外す
作業のためフォークリフトを降り工場内を歩行中に安全靴が落ち
ている事に気付き、確認したところ当該フォークリフトの車体の
真下に倒れている被災者を発見した。

23 10 15 農業 フォークリフト
作業を終え、作業現場から300m程度離れた詰所に戻るため、
フォークリフトのフォークに被災者が乗車し、移動している際何
かの拍子でフォークから落ちた被災者がフォークリフトの後輪に
頭部を轢かれた。

24 6 16 清掃・と畜業 フォークリフト

被災者はフォークリフトを使用して鉄の廃材を運搬する業務を
行っていたところ、廃材のツルハシの金属部がバックレストの下
部に引っかかっていることに気づいたため、フォークを上げて
バックレストの下部に入り込み、ツルハシを引き抜いたところ、
フォークが降下し、被災者の頭部がバックレスト部と地面に挟ま
れた。
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死亡者数の推移

その他の建設機械
高所作業車
解体用機械
締固め機械
基礎工事用機械
掘削用機械
整地・運搬・積込み用機械

グラフ1
車両系建設機械・高所作業車の労働災害による死亡者数の推移

車両系建設機械及び高所作業車の労働災害による
死亡災害の推移と令和元年における発生状況

建設荷役車両安全技術協会　本部

　平成17年からの車両系建設機械及び高所
作業車の労働災害による死亡者数の推移が
グラフ1の折れ線グラフ、また機械の種類
別の内訳が棒グラフである。
　令和元年の死亡者数は37名であり、平成
17年の98名と比べと、61名の減（62%減）
であった。機械の種類別にみると、ほぼすべ
ての機種で減少しているが、解体用機械は発
生件数は少ないものの横ばい状態である。ま
た基礎工事用機械は災害発生がなかった。

　令和元年に発生した車両系建設機械及び
高所作業車の労働災害による死亡者数は、
前年の48名より11名減（23%減）となった。
　機械の種類別・業種別の死亡者数は表 1・
グラフ 2のとおりである。
　機械の種類別では、「掘削用機械」に起因
するものが16名、「整地・運搬・積込み用機
械」が、11名と圧倒的に多く、次いで「解
体用機械」 6名となった。

　業種別にみると、建設業の26名（土木工

事業 9名、建築工事業12名、その他の建設
業 5名）が全体の約70％を占めており、こ
れは例年同様の傾向である。
　次に、車両系建設機械の種類別・事故の型
別に分類したものが表2・グラフ3である。
　事故の型では、「激突され」が12名、「は
さまれ・巻き込まれ」が10名と多く、この
上位 2項目で全体の約60％を占めており、
これは例年同様であった。次いで「墜落・
転落」、「飛来・落下」がそれぞれ 5名となっ
ている。「墜落・転落」は例年上位を占める
が、令和元年は大幅に減少（前年比 7名減）
した。
　災害発生の概要をみると、ドラグ・ショ
ベルでの揚重作業中によるものが散見され
た（クレーン仕様機でないもの 1件、不明
2件）。
　また、解体用機械は6件のうち、解体用つ
かみ機で 5件の災害が発生し、そのうち 3
件がつかんでいたものの外れによる「飛来・
落下」災害であった。

［資料提供：厚生労働省］

広報［災害統計］
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表１　車両系建設機械及び高所作業車の種類別・業種別死亡災害発生状況（令和元年）
（単位： 名 ）

表２　車両系建設機械及び高所作業車の種類別・事故の型別死亡災害発生状況（令和元年）
（単位： 名 ）

死亡者数
37名

死亡者数
37名

整地・運搬・
積込み用機械
11人　30％ 転倒

4人　11％

はさまれ・
巻込まれ
10人　27％

激突され
12人　32％

掘削用機械
16人　43％

墜落・転落
5人　13％

解体用機械
6人　16％

締固め機械
2人　6％

高所作業車
2人　5％

その他
1人　3％

飛来・落下
5人　14％

グラフ2　機械の種類別 グラフ3　事故の型別

業種

機械の種類

製造業 鉱業

建設業
運輸

交通業/
貨物

取扱業

農林業/
畜産業･
水産業

商業 その他 計土木工事業 建築工事業 その他の
建設業

整地・運搬・
積込み用機械 4 2 1 0 1 1 0 0 2 11

掘削用機械 0 0 6 8 1 0 1 0 0 16

基礎工事用機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

締固め機械 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

解体用機械 0 0 0 3 2 1 0 0 0 6

高所作業車 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

その他の建設用機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2 9 12 5 2 1 0 2 37

事故の型

機械の種類
墜落・転落 転倒 激突 飛来・落下 崩壊・倒壊 激突され はさまれ・

巻込まれ その他 計

整地・運搬・
積込み用機械 2 2 0 0 0 3 4 0 11

掘削用機械 0 2 0 2 0 8 4 0 16

基礎工事用機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0

締固め機械 1 0 0 0 0 0 1 0 2

解体用機械 1 0 0 3 0 1 1 0 6

高所作業車 1 0 0 0 0 0 0 1 2

その他の建設機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 4 0 5 0 12 10 1 37
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事故の型別にみた車両系建設機械及び高所作業車による死亡災害事例
（令和元年発生分）

■車両系建設機械
01.墜落・転落

No 発生月 発生時間 業種 起因物 災害発生状況

5 3 10 土石採取業 整地・運搬・
積込み用機械

被災者は、前日に降った雨によりぬかるんだ砕石プラント内の土
砂（泥状）を除去するため、ホイールローダーを自ら運転作業中、
土砂を一旦プラント外へ捨て、再度現場に戻ろうと後進していた
ところ、当該ホイールローダーの右後輪が地山に乗り上げ車体が
傾き、被災者が地面に投げ出された。その後、横転してきたホイー
ルローダーに頭部が挟まれた。

6 3 9 その他の建設業 整地・運搬・
積込み用機械

工場敷地内の塀の入替工事現場で、塀の取り外し及び撤去作業を
ドラグ・ショベル（機体重量 3 t未満）を用いて行っていた。被
災者はドラグ・ショベルを運転し結束した部材をバケットに付属
しているフックに掛けて吊り、約15mほど後退した後旋回して部
材を下ろそうとしたところ、機体がバランスを崩して転倒し被災
者の頭部がブームと地面近くの配管との間に挟まれ被災した。ド
ラグ・ショベルは移動式クレーン仕様ではなかった。

7 5 16 建築工事業 掘削用機械

宅地造成工事で出た残土を移動するよう現場代理人から指示され
た被災者が、本件工事現場の作業終了後に現場で使用していたド
ラグ・ショベルをトラックに載せて資材置場に向かい、資材置場
において、被災者がドラグ・ショベルを運転していたところ、高
さ82cmの残土を乗り越えたときにドラグ・ショベルが横転し、
ヘッドガードに頭部を挟まれた。

8 3 10 農業 掘削用機械
牧場跡地にある D 型ハウスを解体し、解体した資材を事業主の
牧場に運搬するため、被災者は牧場跡地でドラグ・ショベルを運
転して敷地内を移動していたところ、ドラグ・ショベルが運転席
側からため池に横転して水没した。

No 発生月 発生時間 業種 起因物 災害発生状況

1 9 11 食料品製造業 整地・運搬・
積込み用機械

被災者はトラクター・ショベルを運転中、道の下り坂（傾斜角11
度）で高さ 1 . 7 〜 1 mの路肩からトラクター・ショベルととも
に転落した。シートベルトは装着しておらず保護帽も着用してい
なかった。

2 5 8 土木工事業 整地・運搬・
積込み用機械

豪雨により発生した路面の土砂および山腹を切り取りした後の土砂
をダンプトラック 1台、ドラグ・ショベル 1台により搬出する作業
を事業者と被災者の 2名で行っていた。事業者がダンプトラックで
土砂を残土場に運搬し戻ってきた際、盛土した法肩から谷方向へド
ラグ・ショベルと共に約25m転落していた被災者を発見した。

3 3 14 土木工事業 締固め用機械
道路補修工事において、盛土した土砂を転圧する箇所で、被災者
がロードローラーを運転していたところ、路肩からロードロー
ラーごと転落し、傾斜40°の法面を 5 . 6 m下ったところの擁壁上
でロードローラーの下敷きになった。

4 2 16 建築工事業 解体用機械

商業ビル解体工事にて、エレベーター塔屋 2階のコンクリート支
柱の解体作業中、当該支柱下部を斫り、鉄筋を溶断しながらピッ
ト内に落とすために支柱上部にワイヤーロープをくくり、向かい
側に設置した車両系建設機械で引っ張っていたところ、コンク
リート支柱がピット内に倒れ、車両系建設機械がピット内に引か
れたはずみで被災者がピット内に投げ出されて、35m墜落した。

02.転倒
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06.激突され

04.飛来・落下

No 発生月 発生時間 業種 起因物 災害発生状況

9 2 10 土木工事業 掘削用機械
河川の護岸工事において、ドラグ・ショベル（運転質量約 7 t）で、
土嚢袋（約0.9t）をつり下げて配置する作業中、重機ごと河川に
転落（高さ4.45m）し、河川内で土嚢袋を誘導、据え付け中の作
業者が下敷きになった。

10 7 10 建築工事業 掘削用機械

基礎コンクリートの解体作業において、解体予定の基礎コンク
リート上に、破砕されたコンクリートガラが山状に集積されてい
たため、車両系建設機械（掘削用）を使用し、コンクリートガラ
を搬出方向へ移動させるため、当該車両系建設機械を右旋回させ
た際、右旋回経路上にあった廃鉄筋とバケットが接触、緊張した
廃鉄筋が飛散し、約22m離れた場所において、散水の準備作業を
していた被災者の胸に激突した。

11 11 14 建築工事業 解体用機械
解体作業中、解体用つかみ機で、梁とつながった柱をつかみ旋回
していたところ、梁が柱から外れ地面に落下した後、近くのドラグ・
ショベルのキャタピラに座っていた被災者の方向へ倒れ激突した。

12 10 15 建築工事業 解体用機械
木造倉庫解体工事において、簡易擁壁の支柱を、解体用つかみ機
を用いて引き抜く作業を行っていた。支柱が引き抜けた時につか
み機から外れ、前方にいた被災者の方へ飛来、首に当たった。

13 1 15 道路貨物運送業 解体用機械

事業場の敷地内で、解体用つかみ機を使用しタンクの破砕作業中、
つかみ具でタンク内部の鋼管（円形、直径 5 cm、約20kg） 3本
を楕円形状につぶしていたところ、 2本の鋼管をつかんだときに
1本の鋼管（長さ約2.8m）が横方向に飛び、付近にいた被災者の
腹部に激突した。

No 発生月 発生時間 業種 起因物 災害発生状況

14 8 14 木材・木製品製
造業

整地・運搬・
積込み用機械

工場（屋内）において、ホイールローダーで、丸太を運んでいた
ところ、工場内を歩いていた被災者を轢いた。

15 1 3 港湾運送業 整地・運搬・
積込み用機械

被災者は、船倉で壁の石炭をかき落としていたところ、後退して
きたブル・ドーザーに激突された。

16 12 9 清掃・と畜業 整地・運搬・
積込み用機械

廃棄物処分場で廃棄作業を行っていた労働者が、廃棄物処分場の
労働者が運転するドラグ・ショベルに轢かれた。ドラグ・ショベ
ルにはバックモニターが設置してあり、運転手は後方にいた被災
者に気づいていたが、被災者と距離があると思い後退させた。

17 11 9 土木工事業 掘削用機械
工事現場において、重機を搬入する仮設道路を作るため、砕石を
敷きならす作業中、後退してきたドラグ・ショベルのキャタピラー
に下半身を巻き込まれた。

18 7 8 土木工事業 掘削用機械

ドラグ・ショベルを用いて堆積土砂の掘削・撤去作業を行ってい
た。ドラグ・ショベルのオペレーターが掘削土砂を仮置きしてい
る間に掘削指示を行っていた潜水士が掘削箇所確認のため海中の
掘削部に入ったが、ドラグ・ショベルのオペレーターは入水に気
づかずに掘削を続けたため、ドラグ・ショベルのバケットが被災
者に激突した。

19 5 9 土木工事業 掘削用機械
下水道工事で汚水管の埋戻し作業中、ドラグ・ショベルの足元の
地盤が崩れたため、ドラグ・ショベルが前方に傾き、そのバケッ
トが掘削溝の簡易土止めの中で地ならし作業を行っていた被災者
に激突した。

20 2 16 土木工事業 掘削用機械

道路の復旧工事で、ドラグ・ショベル（0.8m3）のバケットのフッ
クにワイヤロープを掛けて護岸用として設置するブロック（縦
1 m×横1.5m×長さ1.8m、重量約1.5t）を吊上げて据付ける作
業中に、運転手が作業状況を確認しようと立上って座った際、運
転手の着衣に旋回用のレバーが引っ掛かったためアームが旋回
し、ブロックがその横で配筋作業中の労働者に接触した。
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No 発生月 発生時間 業種 起因物 災害発生状況

21 4 9 建築工事業 掘削用機械
ドラグ・ショベル（以下、「重機」という。）を使用した土木の地
ならし作業中、作業員が後退してきた重機に轢かれた。被災者は
重機の運転手に連絡事項があり重機に近寄ったあと、重機の後方
で電話連絡していた最中であった。

22 3 15 建築工事業 掘削用機械
新築工事現場における外構工事中に、ダンプカーの誘導作業を
行っていた労働者が、ドラグ・ショベルに轢かれているところを
発見された。

23 2 14 建築工事業 掘削用機械 自社資材置場においてドラグ・ショベルの旋回中にブームの油圧が
抜けブームが倒れ旋回範囲内にいた被災者にバケットが激突した。

24 1 13 その他の建設業 解体用機械

解体工事において、解体用つかみ機の運転手が、同機械にて解体
の作業を行っていたところ、解体用つかみ機の旋回範囲内に被災
者がいることに気づかないまま機械を旋回させたため、被災者が
解体用つかみ機の上部旋回体とブロック塀との間に挟まれた。被
災者は手作業で、現場内の廃材の仕分作業等を行っていた。

25 9 8 建築工事業 その他の建設
機械等

ドラグ・ショベルのアタッチメントを取り付けて作業を行っていたと
ころ、法肩が崩れドラグ・ショベルが転倒して、その際にドラグ・ショ
ベルのアタッチメント部分に立会者である被災者が激突された。

07.はさまれ・巻き込まれ

No 発生月 発生時間 業種 起因物 災害発生状況

26 11 7 土石製品製造業 整地・運搬・
積込み用機械

工場敷地内において、トラクター・ショベルを使用して作業中で
あった同僚が、トラクター・ショベルからドラグ・ショベルに乗
り換えるため、トラクター・ショベルを構内の隅に後進で移動さ
せようとしたところ、被災者に接触して右後輪で轢いた。

27 12 7 その他の製造業 整地・運搬・
積込み用機械

敷地内で、トラクター・ショベルで作業中、近くに居た被災者が
自分の持ち場に戻っていったところを確認したため、停車させた
トラクター・ショベルを前進させたところ、被災者が急に後ろ向
きによろめき、後頭部から地面に倒れたため、ブレーキが間に合
わず、トラクター・ショベルの右前輪に轢かれた。

28 10 16 土石採取業 整地・運搬・
積込み用機械

被災者は、採石場において、場内を走行していたトラクター・ショ
ベルの進路に立ち入ったため、トラクター・ショベルと接触後そ
の前輪に轢かれた。

29 6 4 清掃・と畜業 整地・運搬・積
込み用機械

コークス工場にある「ガイド車」のレールが敷設されている「プ
ラットホーム」（幅約 3 m）において、そこに落ちているコークス
屑の撤去作業をトラクター・ショベル 1台を用い、被災者を含む
5名で行っていた。プラットホーム中央に掻き寄せたコークス屑
をトラクター・ショベルで掬い上げ、後退していたところ、その
後部にいた被災者が轢かれた。

30 3 16 土木工事業 掘削用機械
バックホーを別の場所に移動させ、旋回を行った際、被災者がバック
ホーと隣で停車中の平ボディトラックとの間に挟まれた。バックホー
の上部旋回体の後部とトラックのあおり部には擦り合った跡があった。

31 4 10 建築工事業 掘削用機械
解体工事現場においてドラグ・ショベルで転圧作業を行うため後
退させたところ、後方でブロック塀の撤去作業を行っていた労働
者が当該ドラグ・ショベルにひかれた。

32 1 8 建築工事業 掘削用機械
小学校の建替工事現場において、コンクリートがらの破砕作業のため
に使用するドラグ・ショベルの点検作業を行っていた被災者が、車体
と上部旋回フレームとの間にはさまっているところを発見された。

33 9 11 その他の建設業 掘削用機械

工事現場で、トラックに載せて運搬してきたドラグ・ショベルを
下ろし、トラックを移動させたところ、トラックのタイヤが埋まっ
て動けなくなった。このため、ドラグ・ショベルのバケットにワ
イヤーロープを掛けて、トラックをけん引、移動させた後、バケッ
トに掛けたワイヤーロープを被災者が取外ししていたところ、急
に旋回したバケットとトラック後部の間に挟まれた。

06.激突され
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No 発生月 発生時間 業種 起因物 災害発生状況

34 2 14 土木工事業 締固め用機械
高速道路の改築工事現場において、被災者が2.4tコンバインド
ローラーを運転し、前後方向に傾斜する路盤を後進にて転圧作業
中、運転席の椅子が車体から外れて椅子ごと車体右側に投げ出さ
れ、前部鉄輪に轢かれた。

35 7 15 その他の建設業 解体用機械

土を入れた 1 t用土のう袋を解体用つかみ機で破砕して中の土を
取り出す作業を行っていたところ、破砕した土のう袋を片付ける
作業を行っていた被災者が、なんらかの理由で解体用つかみ機の
後部に移動し、旋回した解体用つかみ機のカウンターウエイトと
積み上げていた 1 t用土のうとの間に胸部がはさまれた。

■高所作業車
01.墜落・転落

90.その他

07.はさまれ・巻き込まれ

No 発生月 発生時間 業種 起因物 災害発生状況

5 4 21 建築工事業 高所作業車 建築現場駐車場において、高所作業車を使用する作業の準備作業
を行っていたところ、当該作業車が転倒し、被災した。

No 発生月 発生時間 業種 起因物 災害発生状況

37 2 10 その他の建設業 高所作業車

伐採作業の打ち合わせ、現地確認のため、被災者は自らが運転し
ていた高所作業車を停車し、車両から降りたところ、車両が後退
しこれを止めようとしたが、車両と電柱の間に挟まれた。付近の
道路の勾配は 0度から 5度だった。サイドブレーキは引いておら
ず、輪止めは使用していなかった。
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　皆様から建荷協にお寄せいただいた「特定自主検査業務に関わる質問」の中より、重
要なもの、繰り返し頂いたもの等をQ & Aの形で紹介していきます。
　より適正な検査の実施および信頼される特自検管理業務の参考にしていただければ幸
いです。

特自検Ｑ＆Ａ
建設荷役車両安全技術協会　本部

第４回

広報

1 �．技能検定合格者の検査開始可能日に
ついて

Q�1 ：検査業者登録をしている建機整備

の会社です。社員が今年、建設機械整

備技能士の 2級を受験して昨日、合格

発表があり合格していました。

　�　合格証書の到着を待たずに、今日か

ら油圧ショベルの特自検を実施させて

も良いでしょうか？

A 1 �：当局に確認したところ、資格は技能
検定に合格した日以降有効となるそう
です。

　　�　したがって、当該合格者は、有資格者
として取り扱って差し支えありません。

　　�　しかしながら、建荷協が実施する資
格取得研修修了者以外の、厚生労働大
臣が定める者として認められている資
格者については、検査実務、特に記録
表の書き方についての経験・訓練が不
足している場合が多く、管理者から見
ると多少心もとない面がある様に聞い
ています。

　　�　社内における研修や、建荷協の実務
研修（記録表作成コース）を受講した
後に検査を任せることが望ましいで
しょう。

　　�　また、社内外の監査等に備えて、資
格証のコピーなどが管理上必要となり
ますので、検査実施日が資格取得日以
降であることを明確に示すことができ
る書類の保存をお願いします。

（車両系建設機械（令別表第七第一号、
第二号及び第六号）に係る厚生労働大臣
が定める者）
（※　整地・運搬・積込用、掘削用及び
解体用）
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第�6条　登録省令第19条の22第 3項に
おいて準用する同条第 2項第 2号の厚
生労働大臣が定める者は、次の各号の
いずれかに該当する者とする。

一　職業・・・
　　（省略）
七�　職業能力開発促進法施行令別表第 1

に掲げる検定職種のうち、建設機械整
備に係る 1級又は 2級の技能検定に
合格した者

八　（省略）

2 �．特定自主検査記録表の電子化に伴う正
副の取り扱いについて

Q�2 ：フォークリフトの検査業者をして

います。今後特定自主検査記録表の電

子化を考えております。

　�　その際に記録表の正副の取り扱いに

ついて、ご教示ください。

A 2：建荷協が推奨している特定自主検査
記録表の正副についての考え方は、

　　　①�　検査業者が作成した特定自主検
査記録表（以下「検査記録表」と
言う）は、検査の依頼である事業
者へ提供する検査記録表を「正」
とし、検査業者が保管する検査記
録表を「副」とすること。

　　　②�　検査業者が保管する記録表と事
業者が保管する記録表の内容が同
一のものであること。

　　　③�　事業者へ提供する検査記録表の
検査員名、責任者名の欄にそれぞ
れ自署があること。

　　�　また、検査業者の検査記録表の保管
方法については、

　　　例 1 �　検査記録表を 2部出力し、検
査員・責任者がカーボン紙を挟
み自署した 1枚目を（正）とし
て事業者に提供し、カーボン紙
で複写した2枚目を（副）とし
て保管する。

　　　例 2 �　検査記録表を 2部出力し、検
査員・責任者がそれぞれ 2枚自
署し、 1枚を（正）として事業
者に提供し、もう 1枚を（副）
として検査業者が保管する。

　　　例 3 �　検査記録表を 1部出力し、検
査員・責任者がそれぞれ自署し
た事業者に渡す検査記録表（正）
をコピー機などで複写し（副）
として保管する。

　　�　等の方法がなされていますが、電子
化を図る際には、例 3と同様に 1部作
成した正の検査記録表をPDF等で電子
化したものを（副）として保管する方
法や例 1や例 2の（副）を電子化して
保管する方法が考えられます。

　　�　貴社の検査事業所内で統一した保管
方法を決めれば良いでしょう。

厚生労働省の所管する法令の規定に基づ
く民間事業者等が行う書面の保存等にお
ける情報通信の技術の利用に関する省令
について
基発第0331014号（平成17年 3月31日）
第 1　趣旨
　（省略）
労働基準局所管法令のうち、電磁的記録
の保存をすることができるものについて
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は別添 1のとおりであること。
　⑴　�電磁的記録による保存の方法につ

いては、次に掲げる方法のいずれ
かにより行わなければならないも
のとされているものであること。

　　①�作成された電磁的記録を民間事業
者等の使用に係る電子計算機に備
えられたファイル又は磁気ディス
ク（これに準ずる方法により一定
の事項を確実に記録しておくこと
ができる物を含む。以下同じ。）
をもって調整するファイルにより
保存する方法（主務省令第 4条第
1項第 1号）

　　②�書面に記載されている事項をス
キャナ（これに準ずる画像読取装
置を含む。）により読み取ってでき
た電磁的記録を民間事業者等の使
用する電子計算機に備えられた
ファイル又は磁気ディスクをもって
調整するファイルにより保存する方
法（主務省令第 4条第 1項第 2号）

　　　以下省略

別添 1（一部抽出）
労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第
32号）
第151条の23の規定による記録の保存
第151条の55の規定による記録の保存
第169条の規定による記録の保存
第194条の25の規定による記録の保存

3 �．エンジン式フォークリフトの動力伝達
装置・走行装置・操縦装置のチェックポ
イントについて

Q�3 ：この度、特自検検査業の統括責任
者となりました。

　�　検査記録表のチェックを行う際のポ
イントやよく見られる不適切な記載例
などを教えていただけると幸いです。

A 3：今回は、前回に引き続き「エンジン
式フォークリフト　特定自主検査記録
表」の動力伝達装置・走行装置・操縦
装置（図 1）のチェックポイントにつ
いて説明いたします。

①　動力伝達装置：
　動力伝達装置には、No. 10のクラッチ式
とNo. 11のトルコン式のどちらかがあり
ます。
　クラッチ式の検査を行ったのであれば、
No. 11のトルコンに「―」が記入されるこ
とになりますが、記入されていない場合が
見受けられます。
　また、トルコン式の場合は、No. 10のク
ラッチの検査結果及び補修内容には該当な
しの「―」を記入し、No. 11のトランス
ミッションを「―」で消しているか確認し
てください。

②　ホイール（タイヤ）：
　ノーパンクタイヤの場合、空気圧はない
ので「―」としますが、検査箇所の欄に
ノーパンクと記入した方が、より明確にな
るので良いでしょう。

��註�：回答中の枠囲みは
　法令　　指針　　その他　
��を示します。
　法令　　指針　　その他　　法令　　指針　　その他　　法令　　指針　　その他　　法令　　指針　　その他　　法令　　指針　　その他　
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③　ハンドル：
　「ホイールの遊び」は、検査方法のスケー
ルで計測して判定しますが、「スケール」
に「 」が漏れている場合が見受けられま
すので、確認してください。

④　ギヤボックス、ステアリングバルブ：
　ギヤボックス式かステアリングバルブ式
かどちらかを選択します。該当しないほう
に「―」を記入し、消しますが、記入して
いない場合が見受けられます。
　また、ステアリングバルブ装着のフォー

図１ 　エンジン式フォークリフト　特定自主検査記録表
動力伝達装置 ・走行装置 ・操縦装置

①

②

③
④

⑤

⑥⑥
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クリフトの場合、検査内容で「油量」及び
「汚れ」に「 」又は「〇囲い」をする記
録表が見受けられますが、ステアリングバ
ルブへの油の供給は、作動油タンクから行
われており、バルブ自身の「油量」及び
「汚れ」は検査が出来ませんので「油量」、
「汚れ」の双方とも該当なしの「―」となっ
ているか確認してください。

⑤　かじ取り車輪：
　最近のフォークリフトでは、全油圧式が多
くなっています。この機構では、ストッパー
ボルトがありませんので、「ストッパーボルト
取付」に「―」を記入し、かつ、「旋回半径」
は一定ですので 旋回半径（左――mm・

右――mm）と、同じく「―」を記入しま
すが、記入のないものが見受けられます。
　ステアリング型式を確認して、適切な記
述となっているか確認してください。

⑥　パワーステアリング装置：
　この項目に限ったことではありませんが、
検査内容の欄の「ひび割れ」に不良の「〇
囲い」があるのに、検査方法に「〇囲い」
がないといった記録表が見受けられます。
　この場合、検査方法は通常目視ですから
検査方法欄の「目視」に「〇囲い」が必要
となるでしょう。
　チェックミスも考えられますので、検査
者に確認してください。

本誌では、特自検に関わるご質問をお待ちしております。

質問が採用された方には、薄謝を進呈致します。

質問は以下の方法でお寄せ下さい。

　 •アンケート用紙をご利用ください

　 •下記E-mailまで直接メールして頂いても結構です。

　　E-mail：koho@sacl.or.jp　　　　
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【分類】　�起 因 物：フォークリフト　事故の型：はさまれ・巻き込まれ

1－1　どんな危険が潜んでいるのでしょうか…（この状況で予知される災害は？）

　バッテリー式フォークリフトのメインスイッチ（キースイッチ）をオンにした
まま、マスト部の修理を行っていました。

1 . 車両系荷役運搬機械の災害事例

　車両系荷役運搬機械および車両系建設機械・高所作業車（特自検対象機械）の労働災害
事例について、災害発生前と発生後をイラストにして説明しています。職場の皆様でご覧
になり、安全作業、危険予知活動等にご活用ください。

イラスト災害事例

イ
ラ
ス
ト
災
害
事
例
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1－2　どうすれば防げるでしょうか…（こんな災害が発生しました）

　作業中、身体がティルトレバーに触れたため、後傾したマストとヘッドガード
の間に頭部を挟まれました。

【災害発生防止のポイント】

●�調整や診断などやむを得ない場合を除き修理等を行う場合は、必ずメインス
イッチ（キースイッチ）を切ること。
●�高い位置での作業では脚立等を使用し、車両には上らない。イ

ラ
ス
ト
災
害
事
例
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【分類】　起 因 物：コンクリート打設用機械 事故の型：はさまれ・巻き込まれ

2－1　どんな危険が潜んでいるのでしょうか…（この状況で予知される災害は？）

　作業者がコンクリートポンプ車のホッパー内のアジテータ（撹拌機）を回しな
がら、残コンクリートの清掃を行っていました。

2 . 車両系建設機械等の災害事例

イ
ラ
ス
ト
災
害
事
例
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2－2　どうすれば防げるでしょうか…（こんな災害が発生しました）

　作業者のビニール手袋がアジテータにからまり、作業者が巻き込まれました。

【災害発生防止のポイント】

●�ホッパー内の清掃作業は、必ずアジテータを止めた状態で行うこと。
●�清掃時の作業手順を明確にし、作業員に教育する。

（参考）
※�JIS A 8612に基づき、平成17年以降に販売されたポンプ車より、スクリーン
が開くと同時にアジテータ・ポンプの作動が停止するロック装置が義務付けら
れています。

イ
ラ
ス
ト
災
害
事
例
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　　　 新型コロナウイルス禍が変えたもの
運営幹事会　幹事 今野　聡

日立建機株式会社　ライフサイクルサポート本部
カスタマーサポート事業部　テクニカルサポート部長

随 想

　新型コロナウイルスの感染リスクが叫ば
れ始めてから既に半年以上が経過しまし
た。当初は景気の低迷も第 1四半期で底を
打つと想定されていましたが、もうしばら
くは厳しい状況が続きそうな気配です。そ
れでも最近では悲観論を薄れさせてくれそ
うなニュースがちらほらと見られるように
はなってきました。有効なワクチンの開発
も待たれるところです。
　新型コロナウイルス感染拡大の影響は、
様々な形で我々の生活に変化をもたらしま
した。そのような変化について、私の個人
的な観点から感じていることを述べてみた
いと思います。

■在宅勤務とオンライン会議
　我テクニカルサポート部の所在する上野
の本社では、緊急事態宣言以降、在宅勤務
を推奨してきました。弊部はバックオフィ
ス的な位置付けで代理店への技術的なサ
ポートを行う役割を担っています。基本的
にはデスクワークが中心であり、在宅勤務
へのシフトは比較的スムーズに実施するこ
とができました。社員個人の事情によって
は在宅勤務環境の整備についての課題は
残ってはいるものの、これまでのところ大
きな混乱や障害はありませんでした。一方
で、デスクワークが中心といえども、現場
出張をして実機の確認が必要になる場合も
あり、そのような場合の対応は今まで通り

にはいかずに苦慮しています。
　オンライン会議も随分と定着しました。
大人数でのやりづらさや相手の表情やその
場の雰囲気を読み取る難さはありますが、
サッと始めてサッと終われるところはよい
と感じています。特に海外とのやり取りに
は有効であり、感染終息以降もこのトレン
ドは続くでしょう。
　『新たな働き方で業務の効率化が図れま
した』というような話もよく耳にしますが、
効率化の基準にもいろいろと意見があるか
と思います。在宅勤務やオンライン会議の
メリットやデメリットをよく見極めつつ業
務管理を行っていくことの難しさを感じて
いるところです。

■お客様へのサポート
　まずもって、いまだ様々な制限のある中、
現場作業に従事いただいているサービス員
の方々に対して心から感謝の意を表したい
と思います。感染リスク対策のみならず、
酷暑や自然災害への対策も求められる非常
に過酷な状況ではありますが、引き続き安
全と健康を第一に作業に取り組んでいただ
きたいと思います。
　弊社ではICT技術を使用したConSite®に
よるサービスを展開しており、遠隔で取得
した機械の稼働データや故障警報を活用・
分析することにより、お客様の機械の安定
稼働をサポートしています。現場出張が制
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限される状況下、当該サービスのさらなる
深堀に取り組んでおり、将来的には遠隔で
の不具合解消や故障予知検知のさらなる精
度向上を目指しています。
　今後も様々な形でIoT技術やVR技術が
サービスに導入され、お客様との接点のデ
ジタル化や非対面化が進んでいくことにな
るのでしょう。我々の業務が全てデジタル
に置き換わるようなことは想像つきません
が、ある程度はその状況に近づくような将
来を想定すればこそ、お客様とのコミュニ
ケーションはこれまで以上に大切にしてい
かねばならないと思います。どのように技
術が進歩しようとも、三現主義を忘れては
なりません。

■新入社員教育
弊部に配属になる新入社員については、

例年ですとまずは約1年間の技術系共通の集
合研修を実施し、その後の 1年〜 1年半の
間でサービス実務研修を行ってきました。
しかしながら、今年は例年通りに研修が実
施出来ておらず、急遽オンラインでの研修
に切り替えざるをえない状況もありました。
感染リスク対策とはいえ、研修生の方々に
は申し訳なく感じているところです。
　その一方で、研修生に個別に話を聞いて
みると『現状でも特に問題はありません』
との回答が返ってくることもあります。彼
等若い世代のほうがオンライン化に順応し
ていることにもよるのでしょうが、研修を
提供する側としてはそのような回答を鵜呑
みにすることなく、出来る限りの配慮をし
ているところです。

OJTを実施するにしても、実務経験のな
い研修生にとってはメンターとなるべき先
輩社員が実際に身近にいる環境がベストで

す。そのような環境を提供できない状況を
どのように克服していくかは、よくよく考
えねばなりません。また、実技を伴うよう
な研修を減らすことだけは避けるようにも
配慮しています。

■勤務時間後の過ごし方
　勤務時間後の会食がなくなったことも、
大きな変化の一つです。私は昨年10月まで
海外勤務をしておりましたが、帰任後はそ
れなりの頻度で会食に参加していたように
記憶しています。自粛後は幾分か体重が減
り、体調も以前より良くなったようにも感
じています。
　最近ではオンライン飲みというものも流
行りつつあるようですが、人それぞれに嗜
好が分かれるところかと思います。飲みニ
ケーションの是非はさて置き、せめて歓送
迎会的な催しはオンラインなどではなく、
盛大にface to faceで気兼ねなくやれる日が
再び来ることを願わずにはおれません。
在宅勤務では仕事のONとOFFのメリハリ

が付け難くなり、かえって残業が増えてし
まったというような話も聞きますが、それで
は本末転倒です。今までは通勤や会食に費
やしていた時間を、これからは趣味や自己
啓発、癒しなどに使いたいものです。時間
は有限であることを再認識し、その有効活
用を考え直す良い機会でもあると思います。

　以上、新型コロナウイルス禍の影響につ
いて私個人の思うところを述べさせていた
だきました。来年の今頃には有効なワクチ
ンが世界の隅々まで行き渡り、念願の東京
オリンピック・パラリンピックも実施され
て、その余韻に浸っていることを切に願っ
ています。
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1．はじめに
　当社は、㈱小松製作所の販売特約店とし
て昭和36年に宮城小松販売株式会社が設立
され、その後宮城小松重工業株式会社、宮
城小松販売株式会社（名称 2度目）、コマ
ツ宮城株式会社、コマツ建機販売株式会社
を経て、平成30年 4月にコマツ建機販売株
式会社、コマツリフト株式会社、コマツレ
ンタル株式会社の 3社統合によりコマツカ
スタマーサポート株式会社東北カンパニー
となりました。コマツカスタマーサポート
は、国内を 7地域に分け、建設機械、
フォークリフトの販売・レンタル・アフ
ターサービスを行っておりますが、東北カ
ンパニーは、宮城県に加え青森県、岩手県、
秋田県、福島県に事業を展開しています。
＊事業内容によって担当テリトリーは違います。

　私達は基本理念として『社員全員が誇り
と喜びをもって働ける』無災害無事故の環
境を作り、『ダントツの価値をお客様に提
供する』圧倒的戦力とソリューション提供
力で、お客様の安全や労働力不足、売上や
収益の向上に協力することに、誇りと喜び
を持ち仕事に取り組んでおります。

2．会社概要
⑴　コマツカスタマーサポート㈱の概要
　・会社設立：平成30年 4月
　・代表取締役社長：三浦　和明
　・資本金： 9億5千万円
　・売上高：2,902億円（令和元年 3月期）
　・従業員数：4,500名

　東北カンパニーの概要
　・カンパニー社長：杉山　靖
　・従業員数：539名
　・�営業拠点：宮城県、青森県、岩手県、
秋田県、福島県　36拠点体制

安全・技術講座

我が社のセールスポイント

宮城県支部
コマツカスタマーサポート株式会社　東北カンパニー

第65回

　「我が社のセールスポイント」 は、 会員同士が切磋琢磨する情報を提供する場として、 通年表彰の 「企業　「我が社のセールスポイント」 は、 会員同士が切磋琢磨する情報を提供する場として、 通年表彰の 「企業

賞」 の受賞会社に 「安全管理」、 「整備 ・ 検査」、 「法令遵守」、 「技術開発 ・ 考案」、 「環境」 などについ

て記載して頂き、 労働災害防止活動や技術開発 ・ 改良 ・ 考案等に対する意欲の向上等を図る場を提供す

ることを目的としています。

　今回から、 令和 2 年度に表彰された企業様をシリーズで紹介する予定です。 トップバッターは宮城県支部　今回から、 令和 2 年度に表彰された企業様をシリーズで紹介する予定です。 トップバッターは宮城県支部

のコマツカスタマーサポート㈱　東北カンパニー様に執筆をお願い致しました。

東北カンパニー本社 （仙台市）
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　・登録機種
　　①　整地・運搬・積込用機械
　　　　�（ブルドーザ・ホイールローダ・

モータグレーダ他）
　　②　掘削用機械（油圧ショベル）
　　③　�解体用機械（ブレーカ、鉄骨切断

機、コンクリート圧砕機、解体用
つかみ機等）

　　④　締固め用機械（ローラー）
　　⑤　基礎工事用機械
　　⑥　不整地運搬車両
　　⑦　高所作業車
　　⑧　フォークリフト
⑵　協会への参加事業
　・特定自主検査巡回指導
　・検査業所属検査員資格取得講師
　・能力向上教育講師
　・実務研修及び安全教育講師
⑶　特自検の実施
　�　当社ではお客様に対し、事前に検査期
限満了のお知らせをハガキにて行ってい
ます。各担当サービス営業またはフロン
トからも検査の促進を行い、特定自主検
査の実施率向上に努めています。
　�　また、2017年度より建荷協様から「建
荷協許諾第17001号」を拝受し、IPadを
活用した特定自主検査の記録表作成を推
進してきました。これにより、基幹シス
テムと連携させることでヘッダー部分の
記載ミスの防止、点検箇所のチェック機
能による点検漏れ防止、活字による見や
すさの向上等、特定自主検査の業務改善
に努めてきました。
　�　現在では、15帳票（建機12種類、リフ
ト 3種類）作成されておりコマツカスタ
マーサポート東北カンパニーで実施され
る検査の約98％をカバーしております。

　�　これからも、お客様が車両を安心して　
使用して頂けるよう心掛けを行っていき
ます。

3．安全管理の取組み
　当社では、従来のサービス部門の売上と
作業を分離させ、サービ業務に特化した部
門として『サービスセンタ』を設立。安全・
コンプライアンス・育成のための要員を配
置しガバナンス強化を図っています。
　『安全衛生に関する社長メッセージ』を
拠点の見えやすい箇所に掲示、『安全衛生
基本方針』を各社員が携帯することで理解
し行動することを基本としています。

　・優先すべき順位の明確化
　　�優先順位を『SLQDC』とし、S（安全）
→ L（法令）→Q（品質）→D（配送・
提供）→ C（費用）の通り安全を最優先
に業務遂行に努めています。

安全衛生に関する社長メッセージ

安全衛生基本方針
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　・安全意識の向上
　�　今年度より全社員へ『安全作業心得』
を配布。各自が携帯して日々安全意識を
持つようにしています。

　・安全活動の平準化
　�　全拠点に対し半期に 1回安全パトロー
ルを労使一体で実施。指摘箇所と改善内
容をカンパニーの安全衛生委員会で拠点
より発表し、情報の共有と拠点のgood事
例の展開を図っています。

　・�安全活動の見える化（Offi ce365の活用）
　�　フィールド作業が作業全体の約 7割の
ため、メカニックが安全を確保して作業
するよう、作業前報告として、部外者が
作業範囲内に入らないようカラーコーン
での区画など安全を担保出来た状態の写
真をOffi ce365 Teamsにて送付し、確認
及び見える化を行っています。

　・サービス業務フローの展開
　�　Teamsでの報告メカニックが安全の基本
ルールを守り、安全に作業できるよう適切
な業務指示を行うためサービス業務フロー
各役割や流れの明確化を行っています。
　�　作業毎にKYシートをメカニックが作
成し作業指示者（フロント・センタ長、
班長）が内容を確認し安全アドバイスを
行います。
　�　出張作業時に急遽依頼された突発作業の
場合はOffi ce365 Teamsにて現場KYを行
い、作業指示者にアドバイスをもらい安全
を担保出来てから作業を着手しています。

　・班長OJT

　�　班長が若手メカニックに教えながら共
同作業を行い、指摘箇所は都度解り易い
ように説明をしています。OJTにより指
差呼称などの安全基本動作や技術指導に
て底上げを図っています。

Teamsでの報告 班長OJT実施状況

業務フロー

携帯している安全作業心得
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　・現場意見の吸い上げ
　�　現場意見の吸い上げは、安全が危惧さ
れること、気がかりなことをヒヤリハッ
ト・気がかりシートに記入してもらい、
吸い上げを行っていましたが、日々変わ
る作業において、その時に気づいたこと
を、その時に発見できるように、システ
ム化しました。
　�　音声入力で管理者に伝達でき、即改善
に結び付け災害の未然防止を図ってい
ます。

　・カイゼン活動の展開
　�　職場内の安全衛生・労働衛生に関する
業務を積極的に推進し、職場内の作業環
境を向上させ、ゼロ災害を図ることを目
的として、『ゼロ災サークル』を実施し
ています。
　�　活動の一環で毎年応募している「建設
荷役車両安全技術協会　考案賞」に、弘
前支店『タイヤチェーン脱着負荷軽減及
び安全性向上』事例が令和元年度金賞を
受賞しました。

　�　また、昨年の全国産業安全衛生大会で
も、岩手盛岡支店のゼロ災サークル改善
事例を、安全活動分科会で発表し、全国
から集まった皆様から好評をいただきま
した。

4．コンプライアンスの取組み
　『コンプライアンス 5原則』に基づき、社
員一人ひとりが、現場、現物、現実を直視し
て問題解決に取り組むよう進めています。
　各拠点に『安全衛生に関する社長メッ
セージ』とともに掲示し周知するよう心掛
けています。

　・社内監査の実施
　�　半期に 1回全拠点クロス監査を行い、
適正な検査が行われているか、チェック
を行っています。クロス監査をすること
により監査する側の知識向上や指摘内容
の情報共有を行い、管理体制の向上も
図っています。

　　　　令和元年度　公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会　考案賞入賞作品

　　　　　タイヤチェーン脱着負荷軽減及び安全性向上
［青森県支部］　コマツカスタマーサポート株式会社 東北カンパニー

弘前サービスセンタ　柴　昌志　他３名

【考案の動機】

　冬期の車両点検時、タイヤチェーン装着車が多く、ブレーキ制動などの測定を正確
に行う為、タイヤチェーンの脱着作業が増大する。
　その際、ホイルローダー用タイヤチェーンは非常に重量（50kg〜 100kg）が有り、
一人では取付作業が困難となる。
　その為、取付時の身体的負荷軽減と安全性向上を狙い、タイヤチェーン取付治具を
作製した。

【考案の内容】

【考案の効果】

　①�鉄チェーンを取付ける際、重さによる身体的負担が激減し、クレーン作業が出来
ないフェンダー装着車両にも対応可能となった。

　②力に頼る作業とならず、安全性が向上した。
　③ 2名で実施していた作業が 1名で対応可能となり、作業効率化にも貢献した。
　＊�尚､ 治具は脱着式の為､ エンジンジャッキ本来の機能を失わず､ 車両整備時に使

用出来るようになっている。

　　　　　金　賞

　�鋼板をタイヤ形状に曲げ、端部にフックを溶接した治具を作鋼板をタイヤ形状に曲げ、端部にフックを溶接した治具を作
製、市販エンジンジャッキと組合せて使用する。

①�ジャッキの最降下位置でチェーンを載せ、フックに掛ける。ジャッキの最降下位置でチェーンを載せ、フックに掛ける。
②�ジャッキを適切な高さまで上げて、治具をタイヤ上面に移動。ジャッキを適切な高さまで上げて、治具をタイヤ上面に移動。
③�チェーンをフックから外し、タイヤに掛け、治具を引き抜く。�チェーンをフックから外し、タイヤに掛け、治具を引き抜く。

弘前支店　考案賞　金賞受賞

発表する盛岡支店

コンプライアンス5原則
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5．教育の取組み
　知識力・技術力を教育にて向上し、労働
災害やコンプライアンスの不正などのリス
クを低減させ、各自のモチベーションを上
げる。そのため今年度より教育のプロジェ
クトを立上げました。
　・新入社員教育
　�　今までは、コマツカスタマーサポート
本社、カンパニー本社で 2ケ月間教育を
行い、拠点配属としていましたが、配属
後の拠点負荷が大きいと判断して、今年
度より12月末までカンパニー本社での教
育期間を延長して知識・技術の基礎力を
身に着ける。

　・ 2年目メカニック教育
　�　基礎力を上げて安全に一人でオイル交
換などの定形作業が出来るようする。

　・ 3年目から 5年目若手メカニック教育
　�　技術力を上げて安全に確実に故障診断
が出来るようにする。

　・特定自主検査・車検業務教育
　�　 3ケ月毎に全拠点ともに同じ教材で実施
し基礎知識を向上させ適正な検査を行う。

6．おわりに
　新型コロナウイルスなどで社会環境は目
まぐるしく変化しておりますが、カンパ
ニー社長方針でもあります『丁寧に』『粘
り強く』『やり抜く』をモットーに安全・
健康・コンプライアンスを最優先に、元気
で活気に満ちた活動を行います。
　ご安全に！
　ご健康に！

（サービスセンタ所長　安藤　善朗）

若手メカニック教育風景
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※�　この欄では、会員企業から随時提供されるニュースリリースをもとに、数機種を選び掲載しています。

■概要
　キャタピラージャパン合同会社は、この度Cat 725
アーティキュレートトラックを 8 月 1 日より発売を開
始しました。
　今回発売する725は、オフロード法2014年少数特例
基準に適合しています。一新したキャブや画期的な新
型トランスミッション＆ホイストコントロール統合レ
バーの採用により、オペレータ環境が飛躍的に向上し、
その他各種アップデートにより、燃料生産性のアップ、
燃料消費量の削減を実現しています。過積載の防止や
生産性向上に効果的な積載量計測システムのCatプロダ
クションメジャメント（CPM）をご用意しています。
　軟弱な走路でも力強い走りで荷を運搬する725は、土
木工事や砕石現場など様々な現場でお客様のビジネスに
貢献します。

■主な特長
1．オペレータの動作を大幅に低減するアシスト機能

付き新型ホイストコントロール
　ホイストコントローラーは従来のレバータイプか
ら指で楽々操作可能なスイッチタイプに進化し、ト
ランスミッションコントロールレバーに統合されま
した。オートホイストコントロール機能によりスイッ
チ一つの操作で、ホイスト上げ、ギアニュートラル、
エンジン回転アップが自動で行われ、オペレータの
労力が大幅に低減されるだけでなく、スムーズな排
土、復帰作業が可能になり作業効率がアップします。

2．走破性を高めるアドバンスドオートトラクション
コントロール
　完全自動のデフロック制御によりオペレータの操
作は不要になりました。走行状態や操作状況に応じ
て最適なデフロックを最適な圧力で制御し、泥濘地
や不整地においても優れた走行性能を発揮します。
車両への負担やタイヤの摩耗を軽減することができ、
また、乗り心地も大幅に改善します。

3．CatConnectテクノロジ
　⑴ ペイロード計測システム Cat Production Measurement

（CPM）は、リアフレームの 8 つのセンサーで積
載質量を正確に計測します。オペレータはキャブ
内のディスプレイで積載量をリアルタイムに確認
することができ、目標積載量への到達を正確に把
握。積込み機のオペレータにはキャブ外部に設置
した外部ペイロードライトで積載状況を知らせま
す。積載量と生産性を最大化します。

　⑵　プロダクトリンクや VisionLink®（ビジョンリ
ンク）を利用することで、車両の位置や状態をリ
アルタイムに把握し適切な機械管理が行え、燃料
消費量やアイドリング時間の分析によるコスト削
減も可能です。CPMの積載データ管理もプロダク
トリンクで行えます。

4．先進の安全システム スタビリティアシスト機能を
標準装備
　車両の傾きを検知し、警告を発することで車両の
転覆事故を低減するスタビリティアシスト機能。こ
の機能は、トラクタ、トレーラ、勾配のそれぞれの
角度を監視することによって、車両が転覆する危険
性をオペレータに認知させることができます。より
危険なレベルの警告はログが記録され、VisionLink
経由で確認することができます。

■問合せ先
　キャタピラー

GCI  マーケティング  イノベーション
〒220-0012　神奈川県横浜市西区みなとみらい 3 丁目 7 - 1
TEL 045-682-3553 

製 品 名 最新テクノロジを搭載した次世代アーティキュレートトラック キャタピラージャパン
合同会社発売年月 令和 2年 8月

■Cat 725の主な仕様値
725

運転質量 kg 23,122

最大積載量 kg 24,000

エンジン名称 Cat C9.3
ディーゼルエンジン

総行程容積 ℓ 9.3

定格出力/回転数 kW /min-1 249/1,700

全長 mm 10,445

全幅（ミラー等含む） mm 3,676

全高 mm 3,508

　製品紹介

Cat® 725 アーティキュレー トトラック
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※�　ニュースリリース送付先：〒101-0051千代田区神田神保町3-7-1ニュー九段ビル９F
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��（公社）建設荷役車両安全技術協会広報部
　　　　　　　　　　　　　　または E-mail：koho@sacl.or.jp まで

■概要
　コマツは、最新技術を随所に織り込み、「特定特殊自動車
排出ガスの規制等に関する法律」（※ 1 ）2014年基準に適合した
コマツ独自の機種であるホイールローダー「WR12 - 8」を
本年 9 月より発売しました。
　当該機は、WR12 - 6 のモデルチェンジ機として、約 3 年
ぶりに2014年基準適合車として導入される待望のWR12シ
リーズです。従来機のコンパクト性や狭い現場での高積みを
可能にする高効率な作業性は継承しつつ、他機種で好評いた
だいている機能を新たに標準装備しています。
　また、前後進切り換えスイッチを備えたマルチファンク
ションモノレバーを新たに標準装備し、 1 本のレバーでブー
ム、バケット、リーチアームの操作が可能です。ただし、従
来機と同様のPPC作業機レバー（ 2 本）もオプションで用意
しています。さらに、車両後方に視認用カメラを標準装備し、
7 インチの液晶ディスプレイモニターで後方の安全確認をサ
ポートします。
　当該機は、産廃仕様車もあわせて導入します。激しい作業
環境において、優れた生産性と作業性に貢献するほか、異物
の目詰まり、かみこみ、吸入などによる破損の防止対策や清
掃メンテナンス容易化により、産廃処理作業で真価を発揮し
安全・快適な作業をサポートします。
　コマツは今後も「品質と信頼性」を追求し、企業価値の最大
化を図るとともに、ダントツバリュー（顧客価値創造を通じた
ESG課題の解決と収益向上）により、安全で生産性の高いス
マートでクリーンな未来の現場の実現を目指していきます。
　※ 1 ．通称、オフロード法という

■主な特長
1 ．環境性、経済性

◦特定特殊自動車排出ガス2014年基準対応エンジン搭載
　　　コマツが長年積み重ねてきた独自のエンジンテクノロ

ジーを結集し、オフロード法2014年基準をクリアした
クリーンエンジンを搭載しています。エンジンを自社開
発・自社生産している強みを生かし、さらなる環境負荷
の低減と優れた経済性の両立を実現しています。

◦電子制御ハイドロスタティックトランスミッション
（HST）

　　　可変容量ポンプと、モーターの電子制御により、シフ
ト操作がフルオート化され、変速操作やキックダウン操
作は不要となり、アクセルワークだけで車速コントロー
ルが行えるので、オペレーターの負荷が軽減されて作業
に集中できます。また、トルクオフがないため、坂道で
の発進やかき上げ時に車両のずり下がりがなく、また車
速がゼロからでも大きな駆動力を発揮するため、すくい
込み作業が容易です。さらに、 2 モーター（低速モー
ター・高速モーター）方式電子制御により高効率でパワ
フルな作業性と高い最高車速の両立を実現しています。

2 ．作業性・操作性
◦狭い現場での高積みを可能にするリーチ機構と高効率作

業が可能なパラレルリンケージ
　　　リーチ機構の採用により、コマツのWA480 - 8 クラ

スのホイールローダーと同等の作業範囲（※ 2 ）を実現する
ことで、産廃用ダンプ等への積み込みや狭い現場での高
積みを可能にしています。また、地上水平、チルト、ダ
ンプにかかわらず角度変化なしで作業機が上下する、パ
ラレルリンケージを採用することでフォークリフト作業
が簡単に行え、生コン等液状の物も運搬できます。 1 台
で多彩な作業をこなし、様々な現場で高効率な作業に貢
献します。

　　※ 2 ．各機種（標準仕様）のダンピングクリアランス/ダンピング
リーチ（45°前傾、ボルトオンカッティングエッジ先端まで）

　　　WA480 - 8 ：3,165mm/1,440mm
　　　WR12 - 8 ：3,140mm/1,480mm
　　　WA150 - 8 ：2,710mm/960mm
　　　（WR12 - 8 と同サイズのホイールローダー）

◦マルチファンクションモノレバー
　　　前後進切り換えスイッチを備えたマルチファンクショ

ンモノレバーを標準装備しています。 1 本のレバーで
ブーム、バケット、リーチアームの操作が可能です。
リーチアームの操作は、レバー上面に備えたプロポー
ショナルコントロールスイッチにより、指先で行うこと
ができます。また、オペレーターの体格に合わせてポジ
ションをセットできる上下スライド式リストレストでベ
ストポジションを確保し、オペレーターの疲労軽減に貢
献します。

3 ．安全性
◦リアビューカメラ＆モニター

　　　車両後方に視認用カメラを標準装備しています。 7 イ
ンチの液晶ディスプレイモニターで後方の安全確認をサ
ポートします。また、リヤービューモニターには輝度調
整スイッチを装備し、オペレーターの任意で明るさの微
調整が可能です。

■問合せ先
　コマツ コーポレートコミュニケーション部

TEL：03－5561－2616

製 品 名 ＜オフロード法2014年基準適合＞
ホイールローダー「WR12 - 8」 コマツ

発売年月 令和 2年 9月

■WR12-8の主な仕様
項目 単位 WR12-8

機械質量／機体質量 kg 8,955/6.420

エンジン定格出力
ネット（JIS D0006-1）※3

kW /min-1

（PS / rpm）
73.1 /2,200〔99.4 /2,200〕

バケット容量 m3 1.4
最小回転半径（最外輪中心） mm 5,625
全幅（バケット幅） mm 2,390
全高 mm 3,035
全長 mm 6,520
ダンピングクリア ランス ※4 mm 3,140
ダンピンクリーチ ※4 mm 1,480

ホイールローダー 「WR12- 8 」
　※ 3 ：冷却ファン最低回転速度時の値
　※ 4 ：45°前傾、ボルトオンカッティングエッジ先端まで
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建　荷　協　の　動　き
（令和 2年 8月 1日～令和 2年 9月30日）

常設委員会

令和2年度第 2 回特自検委員会
　月　日：令和 2年 9月 9日（水）
　場　所：日本教育会館
　議　事：
　　 1．�令和 2年度特自検委員会委員長・

副委員長選出
　　 2．令和元年度　巡回指導実施報告書
　　 3．�令和 2年度　特自検強調月間につ

いて
　　 4．�特自検検査記録表作成ソフト開発

状況（ 6機種）
　　　 •公開スケジュール案
　　 5．検査業者の支援制度（案）について
　　 6．その他
　　　 1）令和 3年度標章の作成について
　　　 2）�窓口資料開発について（月例点

検記録表の活用）
　　　 3）その他

令和2年度第 2回検査・整備技術委員会
　会議は招集せず、議事内容の資料を書面
にて確認、承認
　議　事：
　　 1．�令和 2年度検査・整備技術委員会

活動経過報告
　　 2．強調月間広告について
　　 3．考案賞、現地調査について

令和2年度第2回研修委員会
　月　日：令和 2年 9月11日（金）
　場　所：日本教育会館

　議　事：
　　 1．�令和 2年度の研修・教育実績につ

いて
　　 2．令和 2年度本部研修について
　　 3．令和 2年度研修部事業計画
　　 4．令和 2年度研修・教育計画
　　 5．令和 2年度委員会開催日程

令和2年度第 3回広報委員会
　月　日：令和 2年 9月 4日（金）
　場　所：日本教育会館
　議　事：
　　 1．�前回議事録の確認（令和 2年 7月

10日開催：令和 2年度第 2回分）
　　 2．�機関誌中期編集計画の検討（250号

11月号～252号R 3 / 3月号）
　　 3．製品紹介（250号掲載分，他在庫）
　　 4．�イラスト災害事例の検討（250号掲

載用初回案）
　　 5．�令和 2年度強調月間リーフレット

およびポスターの制作・配付につ
いて（最終）

　　 6．�令和 2年度強調月間新聞広告につ
いて

　　 7．�令和 3年版年間ポスターの制作に
ついて

　　 8．�令和 3年版年間リーフレットおよ
び対象機械ラインアップポスター
の制作・配付について（案）

　　 9．�令和 2年度広報委員会開催スケジュ
ール

　　10．令和 2年度広報委員会名簿
　　11．�その他（機関誌アンケートの回答

方法について、現場取材見学会に
ついて）
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会員入会状況

　令和 2年 8月 1日から令和 2年 9月30日までの会員の入会状況は次のとおりである。

種
別 対象業種別

会　　員　　数　（社）
令和 2年

7 月末
会員数

令和 2年 8月 1日～
令和 2年 9月30日間異動

令和 2年
9 月末
会員数入　会 退　会

正
会
員

製造業 26 26
建設業 294 2 296
荷役業 88 88
製造工業等 43 43
リース・レンタル 667 1 1 667
検査・整備業 2,869 4 37 2,836
その他業種 177 177

賛 助 会 員 15 15
総 数 4,179 7 38 4,148

新入会員名簿

会員番号 名　　称 〒 所在地 電話番号

30883 白川建設　㈱梨坂採石場 017-0005  秋田県大館市花岡町字梨坂40- 1 0186-46-3600 

30884 OKACON㈱ 130-0022  東京都墨田区江東橋 4 -26- 5
東京トラフィック錦糸町ビル南館 9階 03-3635-5621 

61259 ㈱アクティオ中国支店 732-0828  広島県広島市南区京橋町 1 -23
大樹生命広島駅前ビル 6 F 082-568-0073 

76254 ツツイフォークリフト㈱ 596-0067  大阪府岸和田市南町 7 - 9 072-425-2350 

76255 ㈲セルバス 339-0031  埼玉県さいたま市岩槻区飯塚336- 3 048-628-2624 

76256 川西オートサービス㈱ 664-0011  兵庫県伊丹市鋳物師 5 - 4 - 1 072-759-0898 

76257 ㈱大洋建機サービス 788-0052  高知県宿毛市和田349- 2 0880-63-9550 
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令和2年度
特定自主検査資格取得研修・教育の予定表

　令和 2年度における当協会の支部が行う研
修・教育の実施予定は別表 1・ 2及び 3のと
おりです。
　受講される場合は、毎号の機関誌（又は当協
会のホームページ）を参考に、支部で実施予定
を確認の上、お申込みください。なお、当協会
の会員以外の事業所の方も受講できます。
　事業所は、退職、異動等で検査者の不足が
生じないよう資格取得研修の受講を計画して
ください。

1．特定自主検査資格取得研修
　　（別表1）
　　�　厚生労働省の告示及び通達に基づく、
事業内検査者及び検査業者検査員の資格
取得のための研修です。

2．特定自主検査者能力向上教育
　　（別表2）
　　�　厚生労働省の通達に基づき、「フォーク
リフト」「整地・運搬・積込み用、掘削用
及び解体用機械」「締固め用機械」「基礎
工事用機械」「コンクリート打設用機械」
並びに「高所作業車」の特定自主検査者
の業務に従事しておおむね5年以上経過し
た方を対象に、技術、知識を付与するこ
とを目的とした教育です。

3．実務研修及び安全教育
　　（別表3）
　　・実務研修「記録表作成コース」
　　　�　他の法令で資格を取得された方（建

設機械施工士他）や記録表の記入要領
について再び学びたい方などを対象に、
特定自主検査の法令上の位置付け、検
査方法、及び具体的な記録表の書き方
などについて学ぶことができます。

　　　�　なお、このコースには座学だけのコー
スと実機を使ったコースがあります。

　　・�実務研修「月次定期自主検査（フォー
クリフト）コース」

　　　�　定期自主検査の中でも月次検査につ
いては、特定自主検査の検査員資格が
なくても検査を行うことができます。
日頃フォークリフトの整備や運転業務
に従事されている方を対象に検査方法
や記録表の記入要領について学ぶこと
ができます。

　　　�　なお、このコースも座学だけのコー
スと実機を使ったコースがあります。

【新設】
　　・�実務研修「月次定期自主検査（車両系

建機）コース」
　　　�　上記フォークリフトに引き続き車両

系（整地・運搬等）の月次検査につい
ても検査方法や記録表の記入要領につ
いて学ぶことができます。

　　　�　なお、このコースも座学だけのコー
スと実機を使ったコースがあります。

　　・�実務研修「検査業者業務点検コース」
　　　�　登録検査業者として、正しい管理運

営の在り方について点検表に基づいて、
内容を理解しながら研修をします。

　　・�安全教育
　　　�　厚生労働省の通達に基づき定期自主

検査対象であるクレーン機能付油圧
ショベルのクレーン部分（「建機付属ク
レーン部分」という。）並びにショベル
ローダー等の定期自主検査者を対象と
した安全教育です。

　　※�　なお、能力向上教育及び実務研修に
つきましては、昨年と同様にキャン
ペーン価格となっておりますので、こ
の機会に受講をお待ちしております。

＊�研修・教育の予定は令和 2 年 9 月末現在です。都合により中止・延期等変更になる場合がありますの
で事前に開催支部にお問い合わせ下さい。
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令和2年度 特定自主検査資格取得研修（事業内）予定表（別表１）
（令和 2年 9月29日現在）

地区 支部 フォークリフト
車両系建設機械

整地・運搬・積込・掘削・解体用機械

北
海
道
・
東
北
地
区

北海道 7 /15〜17 EF
青　森
岩　手
宮　城
秋　田 9 /11〜12 EF
山　形
福　島

関
東
地
区

茨　城 12/ 3 〜 4   EF 10/20〜21 EF
栃　木 4 / 4 〜 5   EF 2 / 5 〜 6  EF
群　馬 10/16〜17  EF
埼　玉 8 /26〜28  EF 2 / 3 〜 5  EF
千　葉 4 / 9 〜11  EF 9 /17〜19 EF 7 / 8 〜10 EF
東　京 10/15〜17  EF
神奈川 11/12〜14  EF 7 /28〜30 EF

中
部
地
区

新　潟
富　山
石　川
福　井
山　梨
長　野 11/ 4 〜 6   EF
岐　阜
静　岡 6 /18〜19  EF 4 /16〜17 EF
愛　知 3 /11〜13  EF 3 / 2 〜 4  EF
三　重 10/23〜25  EF 9 /25〜27 EF

近
畿
地
区

滋　賀
京　都
大　阪 2 /16〜21  EF
兵　庫
奈　良
和歌山

中
国
地
区

鳥　取 9 /16〜18  EF
島　根
岡　山 8 / 3 〜 4   EF 1 /25〜26 EF
広　島 9 /25〜26  EF 10/ 8 〜 9  EF
山　口 12/18〜19  EF 8 /21〜22 EF

四
国
地
区

徳　島
香　川
愛　媛 9 /12〜13  EF 7 /17〜18 EF
高　知 9 /11〜12  EF

九
州
・
沖
縄
地
区

福　岡 9 /17〜19 EFG 7 / 9 〜10 EF
佐　賀 10/ 7 〜 8   EF
長　崎
熊　本 10/ 3 〜 4   EF
大　分
宮　崎
鹿児島
沖　縄

注1　研修日程は会場等の都合で変更になる場合がありますので、受講を希望される方は開催支部にお問い合わせください。
注2　表中、Eは14時間、Fは9.5時間、Gは5.5時間の受講時間を示します。
注3　表中の網掛けは終了した研修を示します。
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令和2年度 特定自主検査資格取得研修（事業内）予定表（別表１）
（令和 2年 9月29日現在）

地区 支部
車両系建設機械

高所作業車
基礎工事用 締固め用 コンクリート打設用

北
海
道
・
東
北
地
区

北海道
青　森
岩　手
宮　城
秋　田
山　形
福　島

関
東
地
区

茨　城 11/ 5 〜 6  EF 1 /25〜26 EF
栃　木
群　馬 9 /16〜17 EF
埼　玉 6 /16〜18 EF 3 /15〜17 EF
千　葉 7 /28〜30 EF
東　京 9 /10〜12 EF
神奈川 3 / 4 〜 6  EF

中
部
地
区

新　潟
富　山
石　川
福　井
山　梨
長　野
岐　阜
静　岡 10/ 2 〜 3  EF 1 /20〜21 EF
愛　知
三　重 11/20〜22 EF

近
畿
地
区

滋　賀
京　都
大　阪
兵　庫
奈　良
和歌山

中
国
地
区

鳥　取
島　根
岡　山
広　島
山　口 9 /10〜12  F

四
国
地
区

徳　島
香　川
愛　媛 10/ 2 〜 3  EF
高　知

九
州
・
沖
縄
地
区

福　岡 11/13〜15 EF
佐　賀 7 / 2 〜 3  EF
長　崎
熊　本
大　分
宮　崎
鹿児島
沖　縄

注1　研修日程は会場等の都合で変更になる場合がありますので、受講を希望される方は開催支部にお問い合わせください。
注2　表中、Eは14時間、Fは9.5時間、Gは5.5時間の受講時間を示します。
注3　表中の網掛けは終了した研修を示します。
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令和2年度 特定自主検査資格取得研修（検査業）予定表（別表１）
（令和 2年 9月29日現在）

地区 支部 フォークリフト
車両系建設機械

整地・運搬・積込・掘削・解体用機械

北
海
道
・
東
北
地
区

北海道 7 / 1 〜 3     BCD 9 /16〜18  BCD 9 / 7 〜11   ABC
青　森 7 /17〜19    BCD 9 /11〜13    BC
岩　手 12/ 2 〜 4      BC 9 / 1 〜10   ABC
宮　城 11/ 5 〜 7      BC 9 /16〜20   ABC
秋　田 7 /16〜18     BC 10/22〜24    BC
山　形 10/21〜23    BCD 8 /25〜31    BC
福　島 7 /15〜17     BC

関
東
地
区

茨　城 10/26〜28    BCD 12/ 9 〜11  BCD 7 / 6 〜10   ABC
栃　木 9 /11〜13    BCD 10/14〜16    BC
群　馬 7 / 9 〜11    BCD 9 / 4 〜 6     BC
埼　玉 7 /13〜17   ABCD 3 / 8 〜12 ABCD 12/ 7 〜11   ABC
千　葉 6 /18〜20     BC 12/17〜19   BC 10/28〜30    BC
東　京
神奈川 1O/22〜24     BC

中
部
地
区

新　潟 7 / 2 〜 4      BC 7 /16〜18   BC
富　山 9 / 9 〜11     BC
石　川 10/ 1 〜 3      BC
福　井 6 /18〜21     BC 7 / 7 〜 7 /11 BC
山　梨
長　野 12/ 8 〜10     BC 9 / 9 〜11    BC
岐　阜 9 /23〜25     BC 10/27〜29    BC
静　岡 6 / 9 〜13    ABC 7 / 9 〜11   BC 9 / 9 〜11 BC 2 / 2 〜10 BCD 5 /12〜16   ABC 12/ 8 〜10 BC
愛　知 6 /19〜21    BCD 9 /17〜21  ABC 10/ 8 〜10 BC 9 /28〜30    BC
三　重 9 / 4 〜 6      BC 7 /31〜 8 / 2  BC

近
畿
地
区

滋　賀 2 /17〜19    BCD
京　都 9 /17〜19     BC
大　阪 7 / 6 〜12   ABCD 10/20〜25   BC
兵　庫 10/ 8 〜11    BCD 9 /17〜19    BC
奈　良 10/ 8 〜11     BC
和歌山 8 /27〜29    BC

中
国
地
区

鳥　取 9 /16〜18     BC
島　根 7 / 8 〜10     BC
岡　山 6 /29〜 7 / 3  ABC 3 /15〜17   BC 10/26〜30   ABC
広　島 11/11〜15    ABC 10/12〜16   ABC
山　口 7 / 9 〜11     BC 10/ 8 〜10   BC 9 /24〜26    BC

四
国
地
区

徳　島 10/15〜17     BC
香　川
愛　媛 6 /25〜27    BCD 1 /14〜16  BCD
高　知

九
州
・
沖
縄
地
区

福　岡 8 /26〜30   ABCD 1 /14〜16  BCD 2 /17〜19    BC
佐　賀 2 / 2 〜 4      BC
長　崎 10/21〜25    ABC
熊　本 7 /18〜26   ABCD 2 / 5 〜14   ABC
大　分 6 /24〜28    ABC 8 /26〜30   ABC
宮　崎 7 /15〜19    ABC 9 / 9 〜13   ABC
鹿児島 10/21〜25    ABC 7 / 9 〜11   ABC
沖　縄 7 / 1 〜 5     ABC 6 /24〜28   ABC

注1　研修日程は会場等の都合で変更になる場合がありますので、受講を希望される方は開催支部にお問い合わせください。
注2　表中、Aは35時間、Bは21時間、Cは18時間、Dは13時間の受講時間を示します。
注3　表中の網掛けは終了した研修を示します。
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令和2年度 特定自主検査資格取得研修（検査業）予定表（別表１）
（令和 2年 9月29日現在）

地区 支部
車両系建設機械

高所作業車
基礎工事用 締固め用 コンクリート打設用

北
海
道
・
東
北
地
区

北海道 8 /19〜21    BC 9 / 2 〜 4      BC 10/ 7 〜 9   BC
青　森 7 / 3 〜 5      BC
岩　手 11/ 4 〜 6     BC 10/ 6 〜 8      BC
宮　城 7 /13〜15     BC
秋　田 9 /16〜18     BC
山　形 7 /15〜17     BC
福　島 9 /10〜12     BC

関
東
地
区

茨　城 10/12〜14    BC 7 /20〜22     BC
栃　木 10/29〜31    BC 12/10〜12     BC
群　馬
埼　玉 10/19〜23   ABC 6 /15〜19   ABC 2 /15〜19    ABC
千　葉 10/ 6 〜 8      BC
東　京 11/ 5 〜 7      BC
神奈川 1 /14〜16     BC

中
部
地
区

新　潟 10/22〜24     BC
富　山 7 / 9 〜11     BC
石　川 10/23〜25     BC
福　井 9 /10〜12     BC
山　梨
長　野
岐　阜 9 / 2 〜 4      BC
静　岡 9 /17〜19     BC 12/ 2 〜 4   BC
愛　知 7 /28〜30    BC 6 /26〜28     BC 11/ 6 〜 8   BC
三　重 8 /28〜30     BC

近
畿
地
区

滋　賀
京　都 7 / 2 〜 4      BC
大　阪 8 /31〜 9 / 4  ABC
兵　庫 3 / 1 〜 3     BC 10/14〜16 BC 8 / 5 〜 7      BC 3 /10〜12  BC
奈　良
和歌山

中
国
地
区

鳥　取
島　根
岡　山 11/30〜12/ 2  BC 7 /13〜15     BC 2 /15〜19 ABC
広　島 9 / 3 〜 5       C
山　口 9 /10〜12     BC

四
国
地
区

徳　島
香　川
愛　媛 10/15〜17     BC
高　知

九
州
・
沖
縄
地
区

福　岡 7 /31〜 8 / 2  BC 10/21〜25    ABC
佐　賀 8 / 4 〜 6      BC
長　崎
熊　本
大　分 9 /25〜27    BC 10/16〜18     BC
宮　崎 10/15〜17     BC
鹿児島
沖　縄 12/ 2 〜 6    ABC 10/21〜25    ABC

注1　研修日程は会場等の都合で変更になる場合がありますので、受講を希望される方は開催支部にお問い合わせください。
注2　表中、Aは35時間、Bは21時間、Cは18時間、Dは13時間の受講時間を示します。
注3　表中の網掛けは終了した研修を示します。
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令和2年度 特定自主検査能力向上教育予定表（別表２）
（令和 2年 9月29日現在）

地区 支部 フォークリフト

車両系建設機械

高所作業車整地・運搬・積込、
掘削及び解体用 基礎工事用 締固め用

コンク
リート
打設用

北
海
道
・
東
北
地
区

北海道 6 /10 7 / 8
青　森
岩　手 9 /24
宮　城 10/15 8 /28 8 /21
秋　田 8 / 5 8 /21 8 /24 8 /26
山　形 11/ 6 7 / 7 9 / 3
福　島 9 /25 10/21 8 / 5 8 /21 10/20 10/13 7 / 3

関
東
地
区

茨　城 12/ 8 3 / 5 10/ 6 2 / 8 11/ 4
栃　木 8 /2 8 /28
群　馬 10/12 10/13
埼　玉 10/14 9 / 2 10/28 3 / 2 6 /24
千　葉 9 / 8 9 /24
東　京 9 / 2 10/21
神奈川 12/11 10/15

中
部
地
区

新　潟 8 /26 9 / 2
富　山 7 /21 7 /17 9 /17
石　川 7 /15
福　井 10/21 7 /20 10/14
山　梨 7 /29 9 / 8
長　野 8 /28 9 /17
岐　阜 2 / 9 8 /19 8 /26
静　岡 12/22 2 / 6 8 / 6 9 /26 6 /24
愛　知 7 /16 8 /20 7 / 7 3 /17 7 /14 7 / 2
三　重 9 / 2 9 /16

近
畿
地
区

滋　賀 7 /28
京　都 11/19
大　阪 1 /13
兵　庫 10/23 11/20 2 /26
奈　良
和歌山

中
国
地
区

鳥　取 9 / 4 11/20
島　根 8 / 6
岡　山 10/ 9 10/19 9 /14 10/16 11/20
広　島 9 / 8 9 /16 7 / 7 7 /14 7 /21 7 / 2 7 /16
山　口 11/14 10/24

四
国
地
区

徳　島
香　川 8 /29
愛　媛
高　知 9 /11

九
州
・
沖
縄
地
区

福　岡 8 / 6 2/ 5
佐　賀 11/26 11/26 9 /11 9 /11
長　崎 9 / 9 10/28 2 /10 8 /19 10/29 3 /10
熊　本 9 / 5 1 /16
大　分 11/14 10/24
宮　崎 7 /11 6 /20 7 / 4 1 / 9
鹿児島 9 / 5 8 /22
沖　縄 1 /15 12/11

注1　研修日程は会場等の都合で変更になる場合がありますので、受講を希望される方は開催支部にお問い合わせください。
注2　表中の網掛けは終了した教育を示します。
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令和2年度 実務研修、定期自主検査安全教育予定表（別表３）
（令和 2年 9月29日現在）

地区 支部

実務研修 安全教育

記録表作成コース 月次定期自主検査
（フォークリフト）

月次定期自主検査
（建機） 業務点検

コース
建機付属
クレーン部分

ショベル
ローダー等座学 実技 座学 実技 座学 実技

北
海
道
・
東
北
地
区

北海道 8 / 4 10/13 7 / 7 8 / 3
青　森 8 / 7
岩　手 8 /27 10/21 11/26 11/ 9 8 /18
宮　城 9 /10 11/20 11/27
秋　田 7 /15 8 /24 10/21 8 / 7 7 /21
山　形 8 /20 9 / 9 7 /14 9 / 8
福　島 9 /18 8 /20

関
東
地
区

茨　城 1 /19 10/30 10/ 8 1 /12
栃　木 11/26 9 / 4 10/22
群　馬 10/26 11/13
埼　玉 11/11 7 / 1 12/ 2 7 / 8
千　葉 1 /28 11/ 6 8 / 6 12/ 3
東　京
神奈川 11/27 11/20 10/16

中
部
地
区

新　潟 10/21 10/ 7 8 / 5
富　山 9 /29 7 / 2
石　川 8 /28 9 /28
福　井 10/ 8 10/ 2 10/27
山　梨 11/18
長　野 10/16
岐　阜 9 /15 10/14 7 /10 7 / 7

静　岡
8 /21 10/ 7 11/12 6 / 4 1/23 2 /11
11/ 7 12/16 1/16

愛　知 8 / 5 8 / 3 11/26 9 / 8 8 /26
三　重 8 / 5 9 / 9 11/27 8 /19

近
畿
地
区

滋　賀
京　都 10/16
大　阪 11/11 11/25
兵　庫 2 /18 3 / 5 2 /19 7 /30 1 /29
奈　良 11/25
和歌山 9 /26 11/28

中
国
地
区

鳥　取 8 / 7
島　根 11/25 7 /21
岡　山 7 / 6 8 /31 9 /30
広　島 7 / 9 2/ 4 8 /20 9 / 9
山　口 12/12

四
国
地
区

徳　島 10/23 10/22
香　川 10/17
愛　媛 11/28 9 /26 1 /23
高　知 10/ 8

九
州
・
沖
縄
地
区

福　岡 9 /29 3 / 9 8 /21
佐　賀 8 /20

長　崎
8 / 5 11/20 12/13 7 / 8 7 / 8
1 /28 12/ 2 12/ 2

熊　本 8 /22 11/28
大　分
宮　崎 6 / 6 2 / 6 5 /16 5 / 9 8 / 3 4 /18
鹿児島 12/ 5 11/14 8 / 8
沖　縄 9 /11 8 / 5 11/27 7 /27

注1　研修日程は会場等の都合で変更になる場合がありますので、受講を希望される方は開催支部にお問い合わせください。
注2　表中の網掛けは終了した研修・教育を示します。
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令和2年度 運転技能講習予定表
（令和 2年10月 1日現在）　

●フォークリフト

秋田
7 / 3 〜 10/15〜
7 /14〜

茨城 7 / 9 〜 8 /18〜 9 /11〜 10/12〜 11/13〜 12/10〜 1 /14〜 2 /10〜 3 / 9 〜
石川 9 /10〜
山梨 7 /11〜 9 /12〜 11/ 7 〜
大阪 9 /16〜 10/ 7 〜 1 /27〜 3 / 3 〜
長崎 7 / 9 〜 9 /10〜 10/ 8 〜 11/12〜 12/ 3 〜 1 /14〜 3 /11〜
熊本 9 /19〜
宮崎 4 /22〜 5 /20〜 6 /24〜 10/21〜 11/11〜

●車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）
兵　庫 10/20〜
鳥　取 6 /18〜 10/15〜
島　根 9 /14〜
長　崎 8 / 6 〜 11/ 5 〜 2 /25〜

●車両系建設機械（解体用）
鳥　取 5 /15

●不整地運搬車
鳥　取 7 /16〜

●高所作業車

青　森
7 /10〜 9 / 4 〜 11/ 6 〜

8 /29〜 9 /26〜 10/24〜 12/ 5 〜 3 /13〜
群　馬 9 /26〜
福　井 9 /24〜
滋　賀 4 / 8 〜 7 / 1 〜 9 / 8 〜 10/ 6 〜 12/ 1 〜
奈　良 7 / 4 〜 9 /24〜 12/21〜 3 /23〜
鳥　取 4 /15〜 8 /19〜
島　根 9 / 3 〜
沖　縄 6 /19〜 7 /10〜 10/16〜 11/13〜 2 /19〜

注1　各講習会日程の最初の日を掲載しています。詳細は該当支部にお問い合わせください。
注2　表中の網掛けは終了した講習を示します。
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お知らせ

〔令和２年度〕

各種研修の受講料

（注）　 1 ．受講料には、テキスト代及び消費税10％が含まれています。
　　　 2 ．当協会会員所属の受講者の受講料は、協会が教材費の一部を負担した額です。
　　　 3 ．本表に含まれるテキスト代以外の教材類を追加する等の際は、本表受講料と異なる場合があります。
　　　 4 ．受講料は、研修を実施する建荷協・支部に納金してください。

１　資格取得研修

（A）事業内検査者研修　         （単位：円）（B）検査業者検査員研修 （単位：円）

研 修 の 種 類
14時間コース 8.5・9.5時間

コース 5.5時間コース 35時間コース 21時間コース 18時間コース 13時間コース

会員 一般 会員 一般 会員 一般 会員 一般 会員 一般 会員 一般 会員 一般

1 フォークリフト 47,850 51,920 43,450 47,520 42,350 46,420 76,450 80,520 54,450 58,520 52,250 56,320 51,150 55,220

2
整地・運搬・積
込み用、掘削用
及び解体用機械

56,210 63,580 51,810 59,180

−

89,210 96,580 66,110 73,480 61,710 69,080

−

3 基礎工事用機械 58,190 65,120 53,790 60,720 91,190 98,120 66,990 73,920 62,590 69,520

4 締固め用機械 49,390 53,790 44,990 49,390 77,990 82,390 55,990 60,390 53,790 58,190

5 コンクリート
打設用機械 63,800 68,970 58,300 63,470 113,300 118,470 80,300 85,470 78,100 83,270

6 高所作業車 51,810 56,980 47,410 52,580 85,910 91,080 62,810 67,980 60,610 65,780

３　実務研修  －キャンペーン価格－                （単位：円）

研　修　の　種　類 座学コース 実技コース
会員 一般 会員 一般

記録表作成
コース

フォークリフト 8,910 11,110 14,410 16,610

整地・運搬・積込み用、
掘削用及び解体用機械 9,240 11,550 14,740 17,050

基礎工事用機械 9,240 11,550 14,740 17,050
締固め用機械 9,020 11,220 14,520 16,720
コンクリートポンプ車 9,020 11,220 14,520 16,720
高所作業車 8,910 11,110 14,410 16,610

月次定期
自主検査
コース

フォークリフト 5,610 6,160 11,110 11,660

車両系建機 5,390 5,830 10,890 11,330

検査業者業務点検コース 会　員 一　般
6,050 6,930

４　安全教育                                              （単位：円）
教　育　の　種　類 会 員 一 般

建機付属クレーン部分 7,480 8,030
ショベルローダー等 12,980 15,070

２　能力向上教育  －キャンペーン価格－           （単位：円）

教　育　の　種　類 会　員 一　般

1 フォークリフト 8,360 10,230

2 整地・運搬・積込み用、
掘削用及び解体用機械 9,130 11,440

3 基礎工事用機械 7,480 8,910

4 締固め用機械 6,490 7,480

5 コンクリート打設用機械 6,270 7,040

6 高所作業車 6,600 7,700
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建荷協発行図書等のご案内 

ご案内する図書等は公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会（略称 建荷協（けんにきょう））都道府県各支部に
てご購入いただけます。

■ 特定自主検査制度の入門解説

特特定定自自主主検検査査制制度度ににつついいててのの入入門門編編  

安全と特定自主検査のおはなし
「なぜ特定自主検査が必要なの

か？特定自主検査とはどのような
ものか？」をご理解いただけるよ
う、イラストを使いわかり易く解
説したものです。
（H25.6改訂 C版発行）  

品 名 品 番 会員価格 一般価格

安全と特定自主検査のおはなし PC-ZC-02-C 220 円 330 円

特特定定自自主主検検査査のの対対象象機機械械ににつついいてて 

特定自主検査対象機械の概要
特定自主検査を行うべき機械等

の代表的なものを写真、図で示し、
特徴、用途などの概要をまとめた
ものです。
また、一部対象外機械について

も掲載しています。
（H29.3改訂 D版発行）  

品 名 品 番 会員価格 一般価格

特定自主検査対象機械の概要 SC-ZC-01-D 660 円 1100 円

■ 特定自主検査済標章

特特定定自自主主検検査査 実実施施年年月月のの明明示示 

特定（定期）自主検査済標章
・特定自主検査済標章

労働安全衛生規則に基づき、フォークリフト、不整地運搬車、車両
系建設機械及び高所作業車について、年１回（不整地運搬車は２年に
１回）実施することとされている特定自主検査を行った年月を明らか
にするため、厚生労働省のご指導のもとに作成した標章です。検査業
者用と事業内用とがあります。

・定期自主検査済標章
労働安全衛生規則に基づき、「建機付属クレーン部分」、「ショベル

ローダー、フォークローダー及びストラドルキャリヤー」について、
年 1回実施することとされている定期自主検査（年次検査）を行った
年月を明らかにするため当該機械に貼る標章です。

品 名 品 番 会員価格 一般価格

特定自主検査済標章（事業内） BP-LH-02 

330 円 990 円特定自主検査済標章（検査業） BP-LR-02 

定期自主検査済標章 BP-LRI-02

【注記】 検査済標章の色は、毎年１月１日をもって暦年ごとに変更されます。旧年発行の標章は同日以降使用でき
ませんのでご注意ください。

特特定定自自主主検検査査にに係係るる標標章章等等ににつついいてて 

標章の使い方から管理まで
特定自主検査を行ったときに貼付する標章等の取扱いについて解説

したものです。
（H27.4改訂Ｅ版発行）  

品 名 品 番 会員価格 一般価格

標章の使い方から管理まで BC-ZC-05-E 220 円 330 円

特定自主検査済標章

（検査業）
特定自主検査済標章

（事業内）

定期検査済標章

けけんんににききょょうう 

表記の価格は全て消費税 10％込の価格です。

確かめる 機械の安全 特自検

令和２年度版

お知らせ
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■ 特定自主検査の実施

検査方法と判定基準

定期自主検査指針
労働安全衛生法、第４５条第３項の規定に基づき公示にされた特定(定

期)自主検査の検査項目、検査方法および判定基準をまとめたものです。
品 名 品 番 会員価格 一般価格

フォークリフト SG-LC-01-A 330 円 440 円

不整地運搬車 SG-GR-01 220 円 330 円

車両系建設機械 SG-KC-01-B 440 円 550 円

高所作業車 SG-HL-01 330 円 440 円

フォークリフト（月次） SG-LC-11-A 220 円 330 円

検査結果の記録

特定（定期）自主検査記録表
特定（定期）自主検査を行った際に、当該機械の検査結果および補修

措置等を記録しておくものです。
・記録表は３年間の保存義務があります。
・記録表は公益社団法人建設荷役車両安全技術協会の著作物です。無
断で複製、転用することを禁じています。

・記録表は機械性能の向上に伴い随時改訂しています。
品 名 会員価格 一般価格

特定(定期)自主検査記録表（普通紙 １冊５０部） 495 円 770 円

特定(定期)自主検査記録表（ノンカーボン １冊２５部（正副２枚で１部）） 737 円 1100 円

記録表の記入方法

特定自主検査記録表の記入要領
特定自主検査記録表は、機械性

能の向上により随時改訂されてい
ます。
最新の記録表についても正確に

記入できる様、記入方法を解説し
ています。
（R2.4改訂 Q版発行）

品 名 品 番 会員価格 一般価格

特定自主検査記録表の記入要領 TC-ZC-02-Q 440 円 550 円

記録表の保存

特定自主検査記録簿
省令により３年間保存義務があ

る特定自主検査記録表をファイリ
ングしておくためのものです。

品 名 品 番 会員価格 一般価格

特定自主検査記録簿 BP-ZC-03 110 円 165 円

特定自主検査業務を適正に行うための帳簿

特定自主検査台帳
・特定自主検査台帳 事業内用

特定自主検査済標章の受払を管理する「標章受払簿」と、保有機械の特定
自主検査実施状況管理に使用する「標章貼付簿」を一体にしたものです。

・特定自主検査台帳 検査業者用
特定自主検査済標章の受払を管理する「標章受払簿」と、特定自主検査業

務を適正に行うための「特定自主検査台帳」、検査料収納の管理に使用する
「検査料金収納簿」を一体にしたものです。

品 名 品 番 会員価格 一般価格

特定自主検査台帳 事業内用 BC-ZC-04-A 500 円 825 円

特定自主検査台帳 検査業者用 BC-ZC-07 1650 円 2200 円

表記の価格は全て消費税 10％込の価格です。
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■ 検査者標識

検査者標識は、「検査者であることを第 3者が識別できる」ことと、「検査者としての意識の高揚」を目的として検
査者に着用させるものです。
協会では腕章及びワッペン（作業服等にアイロンで接着させる方式）とヘルメット等に貼付できるシールを用意し

ています。

・検査者腕章、特自検腕章
特定自主検査資格者であることを示すため着用するものです。

品 名 品 番 会員価格 一般価格

検査者腕章 BP-YC-01 1100 円 1650 円

検査者ワッペン BP-YC-02 330 円 550 円

・検査者シール（検査業者用、事業内用）
検査者が特定自主検査を行える資格の種類（検査業者、事業内）、機種を示すためのものです。

特定自主検査対象機種 検査業者用 事業内用 会員価格 一般価格

フォークリフト BP-YC-11-A BP-YC-21

110 円 165 円

整地・運搬・積込用・掘削

用および解体用機械
BP-YC-12-A BP-YC-22

基礎工事用機械 BP-YC-13-A BP-YC-23

締固め用機械 BP-YC-14-A BP-YC-24

コンクリートポンプ車 BP-YC-15-A BP-YC-25

高所作業車 BP-YC-16-A BP-YC-26

不整地運搬車 BP-YC-17-A BP-YC-27

■ 教育資料

当協会で実施する特定自主検査者資格取得研修および能力向上教育等で使用されている図書です。

・特定自主検査マニュアル 特定自主検査の検査方法等を機種、部位別に解説しています。

品 名 品 番 会員価格 一般価格

検査機器    TQ-ZC-01-E  660 円  990 円

原動機(ディーゼル・ガソリン) TQ-KE-01-F 2420 円 3630 円

油圧装置                 TQ-KH-01-E 1540 円 1980 円

上部旋回体 下部走行体 TQ-KB-01-E 2420 円 3080 円

ジブ・リーダー・ワイヤーロープ TQ-KJ-01-D  1210 円 1540 円

フォークリフト TQ-LC-02-G 1320 円 1980 円

不整地運搬車 TQ-GR-01-E  880 円 1320 円

車両系建設機械（整地等用） TQ-GC-02-A 3300 円 5280 円

〃    （基礎工事用） TQ-FC-01-E 3080 円 4620 円

〃    （締固め用） TQ-RC-01-D 1210 円 1760 円

〃  （コンクリート打設用） TQ-CP-01-E  1100 円 1760 円

高所作業車 TQ-HL-01-D 1320 円 1980 円

特定自主検査と補修   TC-ZC-01-F 550 円 880 円

・能力向上教育テキスト 機種別に最新の技術等を紹介しています。

品 名 品 番 会員価格 一般価格

フォークリフト TL-LC-01-D 3520 円 5280 円

整地・運搬等&ブレーカ TL-GE-01-F 3630 円 5500 円

締固め用機械 TL-RC-01-C 1650 円 2530 円

基礎工事用機械  TL-FC-01-D 1980 円 2970 円

不整地運搬車 TL-GR-01-B  660 円  990 円

コンクリ－トポンプ TL-CP-01-C 1430 円 2090 円

高所作業車 TL-HL-01-C  1760 円 2750 円

・その他
品 名 品 番 会員価格 一般価格

フォークリフト安全運転テキスト TO-LC-02-B 1540 円 1540 円

ショベルローダー等定期自主検査マニュ
アル検査・整備基準値表

TQ-SR-02-C 1760 円 2640 円

業務点検コーステキスト TT-YC-01-C 1100 円 1650 円

検査者シール（検査業者用）

検査者シール（事業内用）

検査者腕章 検査者ワッペン

表記の価格は全て消費税 10％込の価格です。
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■ 特定自主検査業務の管理

特特定定自自主主検検査査のの適適正正実実施施ののたためめにに 

特定自主検査業務マニュアル
検査業者の業務や事業内検査の

業務を適正に遂行するための管理
のポイントおよび実務の詳細を説
明したものです。
また、特定自主検査全般を管理

する事業者が知っておかなければ
ならない労働災害防止に関する法
令や事業者の責務等をまとめたも
のです。（R1.11発行）
注記）本書は特定自主検査業務マニュアル検査業者用(BP-ZC-01-F)、事業内検

査(BP-ZC-02-E)および特定自主検査とその管理(BC-ZC-06-D)の内容を
合わせたものです。

品 名 品 番 会員価格 一般価格

特定自主検査業務マニュアル BC-ZC-08 1650 円 2530 円

登登録録検検査査業業者者のの諸諸手手続続ききににつついいてて  

特定自主検査登録検査業者必携
登録検査業者が、厚生労働大臣

または都道府県労働局長に登録申
請・業務規程変更等の際に留意す
べきポイントを解り易く解説した
ものです。また、参考となる業務
規程例を示してあります。
（H31.4改訂 K版発行）

品 名 品 番 会員価格 一般価格

特定自主検査登録検査業者必携 BC-ZC-01-K 550 円 880 円

特特定定自自主主検検査査制制度度にに関関すするる法法令令、、通通達達 

特定自主検査関係法令通達集
特定自主検査制度に関する法の

条文ごとに関係する最新の規則・
通達等をまとめたものです。
（H28.3改訂 J版発行）

品 名 品 番 会員価格 一般価格

特定自主検査関係法令通達集 BC-ZC-03-J 2310 円 3520 円

特特定定自自主主検検査査制制度度ににつついいててのの疑疑問問をを解解説説 

特定自主検査に関するＱ＆Ａ
特定自主検査制度に関するさま

ざまな疑問を「Q&A集」としてま
とめたものです。
（H26.10改訂Ａ版発行）

品 名 品 番 会員価格 一般価格

特定自主検査に関するＱ＆Ａ BC-YC-01-A 440 円 770 円

特特定定自自主主検検査査のの実実施施経経歴歴のの管管理理 

特定自主検査実施経歴書
特定自主検査の実施時期を明確にするとともに、特定自
主検査が、いつ、だれが実施したかを記入できるように
なっており、機械の履歴管理に活用できます。

品 名 品 番 会員価格 一般価格

特定自主検査実施経歴書（フォーク） BP-LC-01 55 円 110 円

経歴書ビニルケース（フォーク用） BP-LC-02 165 円 330 円

特定自主検査実施経歴書（建機用） BP-OH-01 55 円 110 円

特定自主検査実施経歴書（解体機用） BP-OH-02 55 円 110 円

おお問問いい合合わわせせ先先 

 

 

 

 

LF-YC-01-20 令和２年３月

解体機用

表記の価格は全て消費税 10％込の価格です。

フォーク用

建機用
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特定自主検査者資格取得者名簿
（令和 2年 8月 1日～令和 2年 9月 30 日）

資格の種類ごとに氏名五十音順・敬称略

事業内検査者資格取得者

■基礎工事用機械 
新　垣　健　司 澤　田　竜　雄

■コンクリート打設用機械 
花　田　眞　人

淺　野　　　聖

上　迫　　　悟

大　塚　　　卓

上　條　　　健

越　川　寿　尚

佐　竹　元　太

重　藤　貴　志

瀬　川　　　滋

田　縁　龍次朗

中　西　　　徹

比　嘉　千可志

松　井　悠　介

■高所作業車 

狩　野　拓　也

田　中　遼太郎

西　山　剛　介 真　島　正　治 嶺　　　　　稔 村　田　佳　宣 森　　　信　人

■締固め用機械 

■フォークリフト 
有　野　雅　紀

磯　野　宗　治

出　井　慎　吾

伊　藤　貴　彦

稲　田　真　也

岩　谷　牧　人

梅　村　侑　矢

大川内　真　志

小　田　　　豊

神　園　慶　一

上四元　洋　一

菊　地　昭　好

児　玉　吉　史

酒　本　尚　典

佐久間　雅　之

佐々木　俊　明

白　勢　俊　二

高　田　和　真

髙　松　宏　樹

髙　丸　孝　次

田　口　和　夫

伊　達　和　利

富　丸　　　馨

中　嶋　康　夫

中　野　智　朗

永　　　和　幸

長　尾　　　一

新　津　大　志

藤　澤　義　雄

松　田　　　香

吉　田　康　幸

和　田　　　誠

■整地・運搬・積込み用・掘削用及び解体用機械
赤　川　　　寛

伊勢島　　　昇

今　井　浩　美

柄　浦　　　淳

大　町　　　隆

岡　村　淳　一

甲　斐　晋　一

河　口　涼　介

川　田　雅　晃

窪　木　仁　志

小　林　正　朋

今　野　祐　一

佐　渡　賢太郎

菅　原　辰　雄

鈴　木　智　行

髙　橋　　　司

髙　橋　朋　寛

多　田　利　行

長　﨑　良　昭

藤　田　　　学

星　　　祐　治

松　岡　喜代美

道　下　朋　紀

八　代　拓　哉

山　辺　直　樹
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検査業者検査員資格取得者

■基礎工事用機械 
大　竹　宏　昌 西　銘　修　唯 山　田　直　也

相　川　諭　志
赤　澤　　　貴
阿　部　祥　之
天　野　誠　弥
安　藤　秀　高
池　内　雅　康
石　川　佳　亮
伊志嶺　　　拓
礒　田　正　雄
磯　部　海　斗
板　倉　尚　孝
伊　藤　卓　志
伊　藤　光　美
稲　田　瑞　己
井　上　広　野
井　上　善　友
今　井　健　太
岩　﨑　達　巳
薄　井　厳　樹
宇　野　貴　裕
梅　村　和　希
大　磯　意　道
大　川　真里奈
大　杉　裕　也
大　智　淳　貴

大　戸　勇　輝
大　橋　了　輔
大　森　充　敏
岡　田　一　希
奥　野　貴　紀
奥　村　美　登
小　澤　伸　博
小　幡　広　孝
柏　民　明　彦
梶　浦　寛　志
片　山　将　吾
片　山　隆　行
加　藤　雅　士
金　沢　　　彰
鎌　田　和　晃
鎌　田　　　拓
上　田　　　明
川　﨑　翔　太
川　村　泰　史
北　川　健　太
北　川　祐　介
北　郷　　　翔
工　藤　渉　吾
窪　田　育　美

桑　原　浩　幸
源　田　悠　樹
小　池　　　宏
小　島　拓　海
小　杉　友　男
小　林　大　将
小　林　　　護
小　林　優　斗
近　　　龍　也
後　藤　剛　嘉
後　藤　敏　宏
後　藤　正　光
齋　藤　京　輝
齊　藤　祐　一
齋　藤　義　孝
坂　井　丈　偉
坂　口　宏　和
﨏　田　　　守
佐々木　大　輔
佐　藤　康　弘
四　條　哲　人
澁　谷　丈一郎
白　取　　　努
城　間　尚　輝

杉　本　晃　一
鈴　木　照　佳
住　吉　晋　治
髙　居　善　史
髙　田　侑　嗣
髙　橋　梢　太
髙　宮　敦　士
髙　谷　　　怜
高　山　智　隆
竹　内　卓　司
田　中　哲　治
田　中　信　行
谷　口　　　諒
樽　谷　聡　也
千　原　久　幸
塚　田　元　基
徳　山　　　智
冨　田　拓　志
堂　坂　享　司
中　西　大　樹
中　野　俊太郎
永　尾　健太郎
長　澤　航一朗
西　内　隆　彦

西　尾　優　志
西　岡　千　絡
西　川　兼　志
似　鳥　拓　也
似　鳥　政　喜
橋　本　　　清
吐　師　翔　平
長谷川　　　理
長谷川　　　誠
　本　慶　希
濵　平　拓　真
久　田　幸　樹
平　賀　一　馬
平　賀　真　也
平　野　尚　彦
福　井　大　治
福　島　拓　人
福　嶋　岳　斗
藤　井　亮　介
藤　本　優　杜
藤　原　勝　利
細　路　拓　也
細　谷　正　樹
布　袋　ちはる

本　田　卓　之
前　川　　　徹
前　場　敬　太
松　島　圭　佑
松　橋　忠　治
松　本　浩　平
松　谷　　　天
松　山　立　美
溝　邉　正　裕
三ッ橋　友　暉
村　上　晃　樹
村　山　邦　博
門　間　直　樹
薮　﨑　慎　吾
山　岡　芳　貴
山　﨑　一　秀
大　和　尭　弘
山　根　直　人
山　本　晋　也
山　本　雄　也
横　江　正　也
吉　岡　宏　朗
渡　邉　友　哉
渡　部　将　範

■フォークリフト 

浅　野　弘　樹

梅　田　九　是

岡　田　凌　汰

岡　山　真　也

柿　内　健　史

柿　沢　　　猛

加治佐　楓　河

加　藤　丈　範

亀　井　　　健

川　村　泰　史

栗　田　大　輔

小　泉　理　央

小　山　拓　人

後　藤　利　雄

酒　井　拓　哉

佐　藤　誠　也

島　尻　太　一

釣　賀　秀　朋

橙　木　義　人

富　山　健　祐

中　浦　克　友

長　島　崇　光

西　村　大　輔

似　鳥　拓　也

似　鳥　政　喜

野　中　義　徳

橋　元　和　希

堀　田　好　一

松　尾　勇　一

宮　本　脩　平

森　　　雄　二

横　山　貴　也

渡　邉　正　彦

■整地・運搬・積込み用・掘削用及び解体用機械 

■締固め用機械 
川　名　道　浩 手　島　桂　輔
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京　谷　慶　太 山　内　健　司

■コンクリート打設用機械 

青　木　哉　人

秋　谷　佳　弘

浅　井　直　人

天　城　政　章

安　藤　浩　樹

伊　川　　　学

石　川　幸　生

出　原　拓　也

伊　藤　　　郁

岩　谷　智　徳

内　田　貴　史

馬　野　航　太

馬　道　康　夫

蛯　名　賢　司

大　澤　幸　彦

大　杉　健太郎

大　平　勝　博

大　海　力　也

小　野　彰　宣

⻆　井　良　太

角　谷　利　行

金　谷　純　也

兼　子　信　之

金　長　潤　二

私　市　孝　宏

北　郷　　　翔

楠　瀬　秀　之

熊　井　翔　大

小　池　智　之

小　島　　　勉

小　林　修　治

坂　本　拓　也

佐　川　一　穂

佐々木　貴　史

佐　藤　　　勝

下　村　健　二

新　宅　裕　一

菅　井　純　一

杉　本　好　宣

鈴　木　裕　也

諏　訪　卓　実

髙　木　健太郎

髙　部　日　光

戸　崎　智　章

道　満　一　暁

中曽根　秀　美

中　村　勇　斗

中　村　洋　太

永　見　善　広

橋　詰　貴　規

濵　田　大　輔

早　川　由　隆

半　田　雄　奨

姫　野　直　樹

葊　長　　　毅

吹　越　祐　久

松　下　　　睦

翠　尾　　　歩

三　宅　克　寿

宮　﨑　一　成

八　木　将　人

柳　原　佳　祐

山　口　　　順

山　下　　　憧

山　田　菊　夫

山　本　大　樹

吉　﨑　正　樹

吉　野　輝　昭

吉　山　幹　康

脇　坂　賢　二

■高所作業車 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 支　部　一　覧 令和 2 年10月 1 日現在

支部名 〒 所　　在　　地 電話番号 FAX
北海道 060−0004 北海道札幌市中央区北4条西7丁目　NCO札幌ホワイトビル9階 011（271）7720 011（271）7580
青　森 030−0902 青森県青森市合浦1−10−7 017（765）5432 017（765）5433
岩　手 020−0873 岩手県盛岡市松尾町17−9　岩手県建設会館2階 019（626）2616 019（626）2627
宮　城 983−0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1−6−9　五輪黄葉ビル201号 022（298）2150 022（298）2151
秋　田 010−0923 秋田県秋田市旭北錦町1−14　秋田ファーストビル210号室 018（823）8258 018（823）8260
山　形 990−8681 山形県山形市流通センター 2−3　山形流通団地組合会館内 023（666）6581 023（666）6582
福　島 960−8035 福島県福島市本町5−8　福島第一生命ビル4階 024（521）8065 024（521）8248
茨　城 311−3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3652−559 029（292）6546 029（292）6547
栃　木 321−0912 栃木県宇都宮市石井町3149−28　卸商業団地協同組合別館202 028（656）6111 028（656）6112
群　馬 371−0805 群馬県前橋市南町4−30−3　勢多会館1階 027（223）3448 027（223）3451
埼　玉 330−0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町1−12−1　カタヤマビル5階A 048（835）3050 048（835）3055
千　葉 260−0026 千葉県千葉市中央区千葉港4−3　千葉県経営者会館3階303号 043（245）9926 043（245）9927
東　京 102−0072 東京都千代田区飯田橋1−7−10　山京別館4階 03（3511）5225 03（3511）5224
神奈川 231−0011 神奈川県横浜市中区太田町6−87　横浜フコク生命ビル10階 045（664）1811 045（664）1817
新　潟 950−0961 新潟県新潟市中央区東出来島11−16　新潟県自動車会館内 025（285）4699 025（285）4685
富　山 930−0094 富山県富山市安住町3−14　富山県建設会館内 076（442）4358 076（442）6748
石　川 920−0806 石川県金沢市神宮寺3−1−20 コマツ石川㈱レンタル事業部事務所2階 076（208）3302 076（208）3303
福　井 910−0854 福井県福井市御幸4−19−25　広田第2ビル2階 0776（24）7277 0776（24）9507
山　梨 409−3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1602　ササモトビル2階 055（226）3558 055（226）3631
長　野 380−0872 長野県長野市妻科426−1　長野県建築士会館4階 026（232）2880 026（232）6606
岐　阜 504−0843 岐阜県各務原市蘇原青雲町5−34 058（382）5011 058（382）5120
静　岡 422−8045 静岡県静岡市駿河区西島127 054（236）4008 054（236）4031
愛　知 450−0002 愛知県名古屋市中村区名駅4−23−13　大同生命ビル3階 052（586）0069 052（586）0010
三　重 514−0009 三重県津市羽所町601　アカツカビル4階 059（223）7177 059（223）7180
滋　賀 520−0043 滋賀県大津市中央4−5−33 SKビル2階C 077（521）5260 077（521）5352
京　都 600−8009 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78　京都経済センター 4階 075（351）0250 075（351）0251
大　阪 540−6591 大阪府大阪市中央区大手前1−7−31 OMMビル8階 06（6944）6611 06（6944）6612
兵　庫 650−0024 兵庫県神戸市中央区海岸通8　神港ビル703号 078（332）4936 078（392）8921

奈　良 
630−8113 奈良県奈良市法蓮町163−1　新大宮愛正寺ビル2階（公社）奈良県労働基準協会内 0742（93）5181 0742（36）5715
630−8124 奈良県奈良市三条桧町29−3　奈良県電気工事工業組合内 （10月末移転予定） 0742（93）5181 0742（93）5181

和歌山 640−8287 和歌山県和歌山市築港3−23　和歌山港湾労働者福祉センター 1階 073（435）3337 073（435）3338
鳥　取 682−0802 鳥取県倉吉市東巌城町12　中部建設会館1F 0858（22）1400 0858（23）4667
島　根 690−0012 島根県松江市古志原2−20−54 0852（27）0340 0852（27）0556
岡　山 700−0907 岡山県岡山市北区下石井2−8−6　第2三木ビル205 086（222）6039 086（222）4296
広　島 733−0011 広島県広島市西区横川町1−11−24　山田オフィスビル202 082（291）1150 082（291）3413
山　口 753−0083 山口県山口市後河原25　愛山会ビル2階 083（932）1858 083（932）1859

徳　島 770−0808 徳島県徳島市南前川町4−14　船橋設計ビル2階 088（622）8243
088（622）8243
088（624）8258
（10月19日より）

香　川 760−0062 香川県高松市塩上町10−5　池商はせ川ビル113 087（837）3668 087（837）3671
愛　媛 790−0003 愛媛県松山市三番町7−8−1　山本ビル2階 089（941）6740 089（941）7361
高　知 780−0072 高知県高知市杉井流9−11 088（882）5025 088（882）0837
福　岡 812−0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2−6−14　正和ビル4階402 092（474）2246 092（474）2312
佐　賀 849−1301 佐賀県鹿島市大字常広139−2 0954（62）6315 0954（62）6368
長　崎 854−0072 長崎県諫早市永昌町10−8−202 0957（49）8000 0957（49）8001
熊　本 860−0845 熊本県熊本市中央区上通町7−32　蚕糸会館3階 096（356）6323 096（356）6325
大　分 870−0844 大分県大分市大字古国府字内山1337−20　大分県林業会館4階 097（540）7177 097（540）7127
宮　崎 880−0802 宮崎県宮崎市別府町2−12　宮崎建友会館3階 0985（23）5061 0985（23）5129
鹿児島 891−0123 鹿児島県鹿児島市卸本町6−12　オロシティーホール内 099（260）0615 099（260）0646
沖　縄 901−2131 沖縄県浦添市牧港5−6−3　南海建設4階 098（879）3744 098（879）3757

（注） アンダーラインは変更部分
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編　集　後　記

　秋も深まり、皆様いかがお過ごしでしょうか。コロナウイルス感染症予防とともに安全に対
する意識の再確認も必要な時期です。そこで「安全」について考えてみましょう。▲「安全」
とは安らかで危険のないことです。では、無災害を継続させるにはどうすれば良いのでしょう
か。災害は、不安全な行動と状態から発生するそうです。▲手間や労力、時間やコストを省く
ことを優先し、安全装置の無効化、安全装置の不履行、不安全の状態の放置、重機等の指定外
の使用、運転中の機械・装置等の点検修理、保護具等の未装着、危険場所への接近、などの行
動を安易に行うことで「不安全な行動」となり、危険がより身近なものになってしまいます。
▲労働災害を、労働者の心構えや意識だけで防止することは難しいことです。作業基準を明確
に定め、作業基準に従い、安全を確認しながら作業を遂行し、正しい作業手順と安全に対する
高い意識を身に着けることが最も重要であると考えます。

［広報委員長：山本　泰徳　記］

　機関誌に対するご意見・ご要望等は　E-mail：koho@sacl.or.jp までお願いします。
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支部一覧....................................................................................................78（408）
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編集後記....................................................................................................83（413）
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建荷協の動き�.........................................................................................60（474）
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機関誌「建設荷役車両」広告掲載案内

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-7-1 ニュー九段ビル 9F
TEL：03-3221-3661 FAX：03-3221-3665 ＵＲＬ http://www.sacl.or.jp/

会 長 酒 井 信 介

建設荷役車両に関わるすべての企業のために
私たちの協会があります。

当協会は、建設荷役車両(車両系建設機械、荷役運搬機械)の検査・整備業、 

リース・レンタル業、ユーザー、メーカーなどから構成された団体です。 

これらの企業が協力して、建設荷役車両の性能の保持向上と作業の安全を 

確保するために定期(特定)自主検査制度の定着化を推進しています。 

販売促進の可能性をつむぎ出すために・・・。 
B( Business) to B(Business) ＆ Ｈ(Ｈeart) to Ｈ(Ｈeart）

掲載場所 頁／色 掲載料金

表紙２ １頁／１Ｃ 42,000円

表紙３ １頁／１Ｃ 36,000円

表紙４ １頁／２Ｃ 54,000円

前　付 １頁／１Ｃ 34,000円

後　付 １頁／１Ｃ 30,000円

● 上記広告掲載料金以外に図案制作、エアーブラシ、トレース及び製版

等の制作費及び消費税は別途頂戴致します。

お問い合わせ先　広報部まで　TEL：03-3221-3661
　　　　　　　　　　　　　　Eｰmail：koho@sacl.or.jp

「建設荷役車両」広告掲載料金
B5版 隔月奇数月発行 発行部数：6,500部

● 広告原稿締切日：機関誌発行前々月末
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